
（平成２１年1月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 37 件

国民年金関係 30 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 49 件

国民年金関係 30 件

厚生年金関係 19 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

神奈川国民年金 事案 1352 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年 11 月から７年３月までの期間及び 14 年４月から同年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付を免除されていたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成６年 11月から７年３月まで 

             ② 平成 14年４月から同年６月まで 

私が学生であった 20歳のころに、母親が国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料の申請免除の手続も行った。その後、就職をしていなかった

期間は、保険料を納付することができなかったので、私が申請免除の手続

を行い、申請免除が決定されている。申立期間が未納とされていることに

納得がいかない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①について、申立人の母親が国民年金の加入手続を行

い、保険料の申請免除の手続を行ったと主張しているところ、その母親は、

夫（申立人の父親）の転職に伴う被保険者種別の変更手続を適切に行ってい

るなど、国民年金制度に対する理解が深いことがうかがえる。 

また、申立人は、申立期間以外にも国民年金保険料を免除されており、そ

の間、申立人の両親と同一世帯であったとしているが、保険料の免除が承認

されるためには、世帯員である申立人と世帯主である申立人の父親の所得が

基準内であることが必要であり、申立期間以外の期間の保険料の免除が承認

されていることから考え併せると、その父親の所得は高かったとは言い難い

中で、その両親は、保険料をすべて納付しており、昭和63年度からは、保険

料を前納するなど、申立人の両親の保険料の納付意識は非常に高かったもの

と認められる。 

以上のとおり、国民年金制度に対する関心及び保険料の納付意識が高い申

立人の母親が、申立期間①について、申立人の保険料の免除申請を行ってい



                      

  

たとしても特段不合理な点は認められない。 

さらに、申立人は、申立期間①後の期間については、自分で申請免除を行

ったと主張しており、申立期間②についても、自分で申請免除の手続を行っ

たと主張しているところ、申立人は、その直前の期間について保険料を免除

されており、その後も厚生年金保険被保険者期間を除き、保険料の納付が免

除されていることから、申立人の主張に特段不合理な点はみられず、自分で

手続を行ったとする期間のうち、申立期間②の保険料のみが免除とされてい

ないのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料の納付を免除されていたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1353 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54年１月から同年３月まで 

私の夫は、信用金庫の集金人に商売の売上金と一緒に国民年金保険料の

集金を依頼していた。その際、いつも夫婦二人分の国民年金保険料を納付

しており、申立期間について、夫の保険料が納付済みで、私の保険料のみ

がみなし免除とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、申立人の夫が、夫婦二人分の国民年金保険

料を納付したと主張しているところ、申立人の夫の保険料は納付済みである

ことから、その夫が申立人の保険料を納付しなかったと考えるのは不自然で

ある。 

また、申立期間について、申立人の夫の保険料が重複して納付されたこと

から、保険料が還付されているのに対して、申立人はみなし免除のままとさ

れているが、その夫は保険料が還付された記憶は無いと証言している上、社

会保険庁のオンライン記録に本来存在するはずの還付記録の詳細が無く、保

険料が還付された日付も、市が保管する国民年金被保険者カードと社会保険

事務所が保管する特殊台帳で齟齬
そ ご

さらに、申立期間の前後の国民年金保険料は納付済みとされており、申立

期間の前後を通じて、申立人の住所及びその夫の仕事に変更は無く、生活状

況に大きな変化は認められないことから、途中の申立期間がみなし免除とさ

れているのは不自然である。 

が見られるなど、行政側の記録管理が適切

に行われなかった可能性がある。 

加えて、申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、国民年金加入期間

について国民年金保険料を完納しているとともに、保険料を前納しているな



                      

  

ど、納付意識は高かったものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1354 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年６月から 46 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年６月から 46年５月まで 

私は、昭和 36年に国民年金に加入し、結婚後も任意加入し国民年金保険

料の納付を続けてきた。昭和 40年度から保険料を前納してきたので、昭和

45年６月ごろに昭和 45年度分の保険料を前納しようと区役所の出張所に

行き、保険料を納付した。その際に窓口の担当者から「あなたは専業主婦

だから加入しなくても良いのでは。年金手帳を貸して下さい。」と言われ、

その担当者に手渡した。年金手帳がなかなか戻ってこなかったが、２、３

か月後にやっと返してもらった。 

昭和 45年６月から１年分の国民年金保険料を納付したのに、未納とされ

ていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和36年の制度発足から国民年金に加入し、40年に転居してか

らは、保険料の１年前納を行い、45年６月にもそれまでと同様に前納するた

めに区役所の出張所に行った際の職員の応対状況は具体的かつ詳細であり、

申立人は、任意加入を止める理由が特段無いと申し立てていることからも、

45年６月に１年分の保険料を前納したとする申立内容は、基本的に信用でき

る。 

また、申立期間は12か月と短期間であり、申立人の夫の就退職に伴う第１

号被保険者と第３号被保険者との切替手続が適切に行われているなど国民年

金に対する意識が高かったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案1355 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年２月及び同年３月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 47年６月まで 

             ② 昭和 53年２月及び同年３月 

昭和 36年ごろ、民生委員が自宅に来て、国民年金の加入手続を行ってく

れた。国民年金保険料は、民生委員が、自宅に集金に来たので、毎月納付

していた。 

昭和 48年に、転居の際に、国民年金手帳をなくしたので、再交付を受け

た。その後も、国民年金保険料は納付していた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、２か月と短期間であり、申立人は、国民年金に

加入後、申立期間を除き保険料を完納しており、納付意欲は高かったもの

と認められる。 

また、申立期間②の前後は納付済みとなっており、途中の申立期間②の

保険料を納付しなかったと考えるのは不自然である。 

   

  ２ 一方、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号が、昭和

48 年３月に払い出されていることが確認でき、それ以前の申立期間①につ

いては、国民年金の未加入期間であることから、保険料を納付できない期

間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

また、申立人は、民生委員が申立期間の国民年金加入手続を行い、国民

年金保険料も民生委員に月々納付していたと主張しているが、その当時、

申立人の居住する地域では、民生委員による国民年金の加入手続及び保険



                      

  

料の集金制度は無かったことが確認できることから申立内容とは相違して

いる。 

さらに、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年２月及び同年３月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1356 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年６月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年６月から 54年３月まで 

私は、昭和 49年に結婚し、その後、しばらくは国民年金に加入していな

かったが、55年ごろに役所から特例納付の勧奨通知があり、夫がその事を

知って、私の国民年金の加入手続を行い、同時に特例納付の保険料を納付

してくれた。金額は 40万円を超えた大金であったと記憶している。 

今回年金記録を調べ、特例納付で支払ったはずの期間が未納となってお

り、信じられない思いをしている。30年も前のため、領収書は残っていな

いが、確かに納付したことを記憶しているので未納となっていることに納

得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、国民年金加入手続及び国民年金保険料の特例納付をしたと主張

している昭和 55 年６月は、第３回特例納付の実施期間中であり、申立人が

特例納付により納付したと述べている保険料額は、申立期間に係る特例納付

に必要な金額とおおむね一致している。 

また、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の夫は、保険料を

納付した際の状況を鮮明に記憶し、その姉も、申立人の夫から特例納付をし

たことを聞いたことがあると証言しており、その際の納付金額も特例納付に

必要な金額とおおむね一致していることから、その証言内容は信 憑
ぴょう

さらに、申立人は申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付済みであり、

平成３年５月から国民年金基金にも加入しているなど、納付意欲が高いこと

が認められる。 

性が高

いものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の保険料

を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1357 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年４月から 47 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 47年９月まで 

主人が区役所に行き国民年金の加入手続をし、保険料はどのように納め

ていたかは定かではないが、主人が私の分と一緒に保険料を納めていたは

ずであり、確かに主人の国民年金保険料は会社を退職し独立して事業を開

始した昭和 43年 12月から納付されており、申立期間が未納とされている

ことに納得がいかない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の夫が区役所で国民年金の加入手続をし、その夫が申立

人の分と一緒に保険料を納付していたはずであるとしているところ、申立人

夫婦の国民年金手帳記号番号は、昭和 49 年 12 月 16 日に夫婦連番で払い出

されており、申立期間以外は個別の納付日は確認できないものの申立人の夫

と同様に納付済みとなっていることから、夫婦一緒に保険料を納付していた

との主張には信憑
ぴょう

また、申立人の夫は、昭和 43 年 12 月から 47 年９月までの期間について

国民年金保険料を特例納付しているが、夫と同時に国民年金加入手続をし、

同様に特例納付を行っている申立人の特例納付期間がその夫の期間より短期

となっているのは、申立期間前後の納付状況からみても不自然であり、申立

人の主張するとおり一緒に納付していたと考えるのが自然である。 

性が認められる。 

さらに、申立期間前後の保険料は納付済みとされているとともに、申立期

間を除き国民年金加入期間の保険料を完納しているところから、途中の申立

期間のみが未納とされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1358 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年７月から 53 年２月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 45年８月から 49年３月まで 

             ② 昭和 52年７月から 53年２月まで 

私は、昭和 45年８月に飲食店を経営するようになった時に、区役所で国

民健康保険とともに国民年金の加入手続を同一の窓口で自ら行った。 

国民年金保険料の納付金額は覚えていないが、妻の保険料と併せて取引

のあった金融機関から納付したと思う。 

国民年金保険料は必要経費として青色申告もしており、未納となってい

るのは納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、８か月と短期間であり、前後の期間を通じて申

立人の住居地等に変更は無く特段の生活状況の変化は認められず、一緒に

納付していたとする申立人の元妻の保険料は納付済みとなっているにもか

かわらず、申立人の保険料のみが未納とされていることは不自然である。 

 

２ 一方、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 51

年１月に夫婦連番で払い出されていることが確認でき、申立期間①の大半

は時効により国民年金保険料を納付することはできない期間であり、別の

国民年金記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たら

ない。 

  また、申立期間①に係る国民年金の加入手続及び納付方法等について申

立人の記憶は無く、加入状況及び納付状況は不明である。 

  さらに、申立期間の保険料を納付したことを確認できる資料(家計簿、確



                      

  

定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年７月から 53 年２月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1359 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 16 年 10 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 16年 10月 

平成 16年 10月に結婚をして会社を退職し厚生年金保険の資格を喪失し

たので、当時の居住地管轄であった社会保険事務所へ国民年金の加入手続

に行ったが、手続は住所地の区役所で行うよう説明され、区役所で行った。

その後郵送されて来た納付書を使ってコンビニから納付したが、その納付

したはずの記録が無いという社会保険事務所の回答には納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、厚生年金保険の資格喪失後に国民年金に加入した月の１か月

という短期間であり、申立人は、国民年金保険料は 20 歳になった時から納付

していることから保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   また、比較的直近と言える平成 16 年のことであるため、国民年金の加入状

況及び納付状況に関しては記憶が鮮明かつ具体的であり、別段不自然さは認

められず、信憑
ぴょう

   さらに、申立人が国民年金の加入手続のために社会保険事務所を訪れたと

いう日（平成 16年 10 月 13日）に、過去の納付記録を調べた形跡及び加入手

続は区役所で行うよう説明を受けた形跡があることから、申立内容は基本的

に信用できる。 

性は高いものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1360 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年７月から 49 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 49年１月まで 

私が 20歳の時、母親や当時同居していた知人に国民年金に加入するよう

に言われ、私自身が町役場で国民年金の加入手続を行い、その時に国民年

金手帳の交付を受けた。 

国民年金保険料の納付は、納付書に現金を添えて町役場の窓口や金融機関

で私自身が納付していた。 

年金手帳に直接領収印が押されたことや、領収印が押された領収書が国

民年金手帳にホチキスで留められたこともあった。 

結婚後に、国民年金手帳の氏名及び住所の変更手続をしていなかったの

で、夫に国民年金手帳を持って町役場に国民年金手帳の氏名及び住所の変

更手続に行ってもらったところ、その国民年金手帳は回収され、現在所持

している新しい国民年金手帳が交付された。 

１冊目の国民年金手帳と記号番号が変わり、その時からの国民年金加入

になっているとは考えもしなかった。 

申立期間が未加入期間で未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付書により町役場の窓口や金融

機関で納付していたこともあり、国民年金手帳に直接領収印を押印されてい

た時期もあったとしているところ、申立期間当時、申立人が居住していた町

では、集金人や町役場窓口で保険料の収納が行われていたほか、申立期間途

中の昭和 48 年度からは納付書により保険料を収納していたことが確認でき、

申立内容に特段不合理な点は認められない。 



                      

  

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付した際、国民年金手帳

に直接検認印が押されたことなどを具体的に記憶しており、申立人の弟も申

立人に頼まれて申立期間の保険料を納付したことがあると証言していること

から、申立人の主張には信憑
ぴょう

さらに、申立人に国民年金の加入を勧めた申立人の母親及び申立期間の当

初を含む一定期間同居していた申立人の知人は、国民年金保険料を完納して

いることから、申立人が申立期間の保険料を納付していたとしても不自然で

はない。 

性が認められる。 

加えて、申立人が社会保険庁の記録どおり昭和 49 年２月に任意加入した

とすると、本来、申立人が 20 歳になった 42 年７月から、申立人が厚生年金

保険加入中の夫と結婚する 47 年 10 月の前月までは、強制加入となるにもか

かわらず未加入となっていることから、行政側で不適切な事務処理が行われ

た可能性がある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1361 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 44 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 44年 12月まで 

私は、昭和 36年春に近所の公園内にある神社の社務所で市役所が開催し

た国民年金の説明会に参加し、その場で加入手続を行った。最初は、３か

月ごとに市役所へ行き、３か月分の国民年金保険料を納付した際に、切手

のようなものを貼
は

昭和 44年に子供が生まれてからは、市役所へ保険料の納付に行くことが

できず、49年に再び保険料を納付するために市役所へ行ったところ、過去

の国民年金の加入の有無や保険料の納付についての質問をされることも無

く、新たに加入手続を行った。60歳になった時、申立期間の記録が無いと

市役所で説明を受けたが、間違いなく保険料を納付しているので、未納と

されていることは納得できない。 

ってくれた記憶がある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年春に近所の公園内にある神社の社務所で市役所が開催

した国民年金の説明会に参加し、その場で加入手続を行い、その後、国民年

金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人が説明場所であった

とする公園内には、申立人が主張する神社があることが確認でき、申立人が、

申立期間について、納付したとする保険料の金額も、当時の保険料額とおお

むね一致していることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人は、申立期間当時、３か月ごとに国民年金保険料を納付した

際、切手のようなものを貼
は

ってくれた記憶があると主張しているところ、申

立期間当時、申立人が居住していた市では、印紙検認方式により３か月ごと

に保険料を納付することとされていたことが、市の広報誌により確認できる。 



                      

  

   さらに、申立人と一緒に昭和 49 年８月に、国民年金の加入手続を行ったと

する申立人の友人は、同年８月に加入手続を行っていることが確認でき、そ

の友人は、申立人が、以前から国民年金に加入しており、保険料を納付して

いたが、途中で納付しなくなったため、以前の納付は無効になるのではない

かと話したことを聞いたと証言しており、申立人の夫も、申立人から申立期

間の保険料を納付していたことを聞いた記憶があると述べていることから、

申立人の主張は信憑
ぴょう

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

性が高いものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1362 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 45年１月から同年３月まで 

申立期間①のうち、昭和 44年４月から同年６月までの国民年金保険料に

ついては、私が実家に住んでいた時に母親が集金人に納付していたか、又

は、私が結婚のため転居した後に、集金人に納付したかもしれない。また、

申立期間①のうち、44年７月から同年９月までの期間及び申立期間②につ

いては、私が集金人に夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたにもか

かわらず、申立期間①及び②が未納とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、昭和 44 年４月から同年６月までの期間について、申

立人は、実家に住んでいた時に申立人の母親が国民年金保険料を納付して

いたかもしれないと主張しているところ、申立人とその母親が居住してい

た町が保管する国民年金印紙手帳検認控簿によると、申立人の国民年金印

紙各月検認状況の同年４月から同年６月までの期間の欄には、保険料を納

付したとする検認印が押されていることから、その母親が、当該期間につ

いて、保険料を納付していたことが推認できる。 

 

２ 一方、申立期間①のうち、昭和 44 年７月から同年９月までの期間及び②

について、申立人は集金人に国民年金の現年度保険料を納付したと主張し

ているが、申立人の特殊台帳によると、社会保険事務所から申立人に対し

て、申立期間①及び②のうち未納期間について、保険料が未納とされてい

る旨が記載された通知及び過年度保険料の納付書を送付していたことが確



                      

  

認できる上、申立人が居住していた市では、集金人に過年度保険料を納付

できなかったことが確認できることから、申立内容と合致しない。 

  また、申立人は、申立期間②について、夫婦二人分の国民年金保険料を

納付したと述べているが、申立人の夫も、申立期間②の保険料が未納とさ

れている。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 44 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1363 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年 10 月から同年 11 月までの期間及び 55 年６月の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 54年 10月から同年 11月まで 

             ② 昭和 55年６月 

国民年金については、20歳のころ自分の両親が市役所に行き加入手続を

行った。その後就職し、昭和 49年４月に結婚のため退職した時から再び任

意加入被保険者として国民年金に再加入し、61年４月に制度改正のため国

民年金第３号被保険者に種別変更になるまで保険料の納付を続けた。 

この間に、引っ越しに伴う住所変更や種別変更届なども速やかに届出を

している。 

申立期間の国民年金保険料については、市役所から送られてきた納付書

に記載されていた金額を自分で市役所の出張所に持参して現金で納付した。

申立期間のみが未納とされていることには納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、合計３か月と短期間であるとともに、申立期間の前後を含め

すべての加入期間の国民年金保険料を納付している。 

   また、数回の転居に伴う住所変更や氏名変更、種別変更など国民年金に関

する各種届出も適切に行われていることが確認できることから、国民年金に

対する意識は高かったものと認められる。 

   さらに、申立人は申立期間に係る国民年金保険料の納付について、納付金

額、納付場所の状況等を具体的に記憶しており、当時の保険料額や取扱状況

からも不自然な点はなく、申立内容は信憑
ぴょう

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

性が高いと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1364 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年４月から 48 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 48年４月まで 

社会保険庁の納付記録では、昭和 47年４月から 48年４月まで、私は国

民年金に未加入とされているが、この期間の国民年金保険料は母親が私に

代わって納付しており、私は当時の領収書を持っている。 

申立期間の保険料について、社会保険庁では還付済みとしているが、私

はこの還付については記憶が無いので、申立期間の保険料については、納

付済みとして記録訂正をお願いする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によると、申立人は、昭和 47 年４月に国民年金の資格

を喪失したこととされ、申立期間の国民年金保険料については、51 年５月に

還付が決定されたこととされているが、申立期間当時、申立人は結婚前で、

かつ、無職であり、厚生年金保険にも加入していないことから、国民年金の

強制被保険者であったと考えられ、社会保険庁の記録を前提としても、事実

と異なる資格喪失手続により、還付手続が行われたことが認められることか

ら、申立期間の保険料が納付されていたものと考えられる。 

また、申立人の所持する国民年金手帳には、資格喪失年月が、当初、昭和

48 年５月とされていたが、47 年４月と訂正されており、行政側の記録管理

が適切に行われていなかった可能性がある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1365 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年９月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40年９月から 43年３月まで 

私が 20歳から 21歳の間であったと思うが、母親が将来のためにと国民

年金の加入手続を行い、大学卒業までの保険料を一括して納付した。納付

した場所はおそらく区役所であったと思う。母親からその時受け取った領

収証は失くしてしまったが、薄い横長の手書きのもので、国民年金という

文字が記載されていたと思う。保険料額はよく覚えていないが、昭和 43年

４月に就職してから、その時母親が納付した額をボーナスや給料の中から

返済した。 

申立期間が未加入期間で未納とされていることに納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳か 21 歳のころ、申立人の母親が国民年金の加入手続を行

い、大学卒業までの国民年金保険料を一括して区役所で納付したとしている

ところ、申立期間当時、国民年金保険料の前納制度が存在し、納付すること

ができる期間は全期間のほか１年から 10 年までの任意の期間を選択すること

ができ、保険料は市町村の窓口で納付することができたことから、申立内容

に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人は、母親から渡された申立期間の国民年金保険料の領収書は、

薄い横長の手書きのもので、国民年金という文字が記載されていたと思うと

しているところ、申立期間当時、申立人及びその母親が居住していた区では、

国民年金保険料現金領収書と記載され、納入月欄、納入金額欄などが手書き

の領収書を使用していたと思われるとしており、申立人の主張とおおむね一

致する。 



                      

  

   さらに、申立人は、現在所持している年金手帳のほかに、申立人の母親か

ら別の年金手帳を渡された覚えがあるとしており、前述のとおり領収書の記

憶が鮮明な申立人の主張は信憑
ぴょう

   加えて、申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付してお

り、保険料の納付意欲は高かったことがうかがえる。 

性が高いと認められることから、申立人に別

の国民年金手帳記号番号が払い出され、申立期間の国民年金保険料を申立人

の母親が一括して前納していたとしても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1366 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年４月から同年９月までの付加保険料及び 59 年４月から

同年５月までの付加保険料を含む国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 59年４月から同年５月まで 

私は、昭和 57年４月から同年９月までの６か月という短期間の付加保険

料を未納とした記憶は無い。また、59年４月から同年５月までの付加保険

料を含む国民年金保険料も未納としたことはなく督促を受けた記憶も無い。 

昭和 52年５月に国民年金に任意加入者として加入手続を行い、加入時か

ら定額保険料と付加保険料を納付している。申立期間における保険料額の

記憶は無いが、付加保険料は 400円と記憶しており、申立期間において 57

年４月から同年９月までの付加保険料が未納となり、59年４月から同年５

月までの付加保険料を含む国民年金保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、社会保険庁の記録では定額保険料のみの納付記

録となっており、市における収滞納リストでは保険料は未納の記録となっ

ているが、国民年金保険料が過年度納付だったために付加保険料が納付で

きなかったと考える合理的な理由は無く、申立期間後の納付状況をみると

昭和 57 年 10 月から 58 年３月までの保険料を 57 年 12 月に一括して納付

している状況がみられることからも、納付期限内に適正に納付されている

ことが確認され申立人の主張に特段不合理な点は認められない。 

 

２ 申立期間②については、２か月と短期間であり、前後の期間の保険料が

付加保険料とも納付済みとなっているにもかかわらず、申立期間の付加保



                      

  

険料を含めた保険料のみが未納となっているのは不自然である。 

  また、申立人は国民年金に任意加入した時から付加保険料を納付し、60

歳で第３号被保険者資格を喪失後も国民年金に高齢任意加入するなど長期

間にわたって任意加入をしており、申立期間を除き、国民年金保険料をす

べて納付していることから、申立人の国民年金保険料の納付意識は高いと

認められる。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 57 年４月か

ら同年９月までの付加保険料及び 59 年４月から同年５月までの付加保険

料を含む国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1367 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年６月から 47 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 47年 12月まで 

私が 20歳の時、父親が、国民年金の加入手続を行い、結婚するまでの期

間の国民年金保険料を納付した。 

結婚後の昭和 43年６月に、転居した市の市役所で、転入届と国民年金の

手続を行った。保険料は、初めのころ、シールのようなものを国民年金手

帳に貼
は

 

り納付した。申立期間について、未加入となっていることは納得で

きないので、納付したことを認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料は、初めのころ、シールのようなものを国民年

金手帳に貼
は

また、社会保険庁のマイクロフィルムで、昭和 43 年６月から同年 12 月ま

での保険料が還付されたこととされているが、その後に作成されたマイクロ

フィルムでは昭和 43 年度分の保険料が完納とされていること、社会保険事

務所の 43 年度から 47 年度の還付整理簿には、申立人に対して保険料を還付

した旨の記録は無いこと、市で記載した申立人の年金手帳の資格得喪年月日

が、転居後の市で訂正されていることなどから、行政側の記録管理が適切に

行われていなかった可能性がある。 

り納付したと主張しているところ、申立人が当時居住していた市

では、申立期間途中の昭和 45 年６月まで印紙検認方式により保険料が納付

されていたことが確認できる。 

さらに、申立人は、国民年金制度発足当初の昭和 36 年４月から保険料を

納付し、申立期間以外は、保険料をすべて納付している上、その夫の仕事の

都合により、複数回住所を変更しているが、その都度、国民年金の転入に関



                      

  

する手続を適切に行い、60 歳以降も任意加入するなど、納付意識は高かった

ものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1368 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年２月及び同年３月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 10月から 55年３月まで 

             ② 昭和 56年２月及び同年３月 

私は、昭和 52年 10月に結婚と同時に転居した。その頃、父親から国民

年金の加入について勧められたので、私は、区役所で住所変更の手続と一

緒に国民年金の任意加入手続を行った。その後、自宅に来た集金人に申立

期間①の国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間①が未

加入とされていることに納得がいかない。また、しばらくして、私は、口

座振替への切替手続を行い、申立期間②の保険料を納付していたにもかか

わらず、申立期間②が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、２か月と短期間であり、その前後の期間の国民

年金保険料は納付済みとされており、同期間の前後を通じて、申立人の住

所及び職業に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、

途中の申立期間②が未納とされているのは不自然である。 

また、申立人は、国民年金に任意加入後は、申立期間②を除き国民年金

保険料を完納しており、納付意欲は高かったものと考えられる。 

 

２ 一方、申立期間①について、申立人は昭和 52 年 10 月に国民年金の加入

手続を行い、その後、自宅に来た集金人に国民年金保険料を納付していた

と主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、55 年５月に払い出

されているとともに、申立人の国民年金の資格取得日も同年４月９日とさ

れていることから、申立期間①は国民年金の未加入期間のため保険料を納

付できない期間であり、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出され



                      

  

ていた形跡も見当たらない。 

また、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年２月及び同年３月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1369 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年４月から 44 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月から 44年３月まで 

             ② 平成元年８月 

             ③ 平成２年９月 

             ④ 平成４年１月及び同年２月 

             ⑤ 平成５年４月 

             ⑥ 平成５年 12月から６年１月まで 

私は、申立期間①については、納税貯蓄組合の組合員に税金と一緒に納

付してきた。申立期間②から⑥については、夫婦で一緒に納付してきたに

も関わらず、妻が納付済みになっているのに、私が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、国民年金保険料を夫婦一緒にまとめ

て納付していたと主張しているところ、記録上、納付日が確認できる昭和

40 年４月から 42 年３月について、夫婦同日に納付していることが確認で

きることから、申立人の主張は基本的に信用できる上、申立人の特殊台帳

においては、43 年４月から同年６月の欄には、納付印とみられる押印が認

められることから、行政側の記録管理に誤りがあった可能性も考えられ、

申立人は、申立期間における国民年金保険料について納付していたものと

考えても、特段不自然ではない。 

  また、申立期間については、12 か月と短期間であり、その前後の期間の

保険料は納付済みとされており、申立期間の前後を通じて、申立人の住所

や仕事に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、途



                      

  

中の申立期間のみが未納とされているのは不自然である。 

 

２ 一方、申立期間②から⑥については、申立人は、申立人及びその妻共に

口座振替を利用して納付したと主張しているが、夫婦同一の預金口座であ

ったかについては記憶が曖昧
あいまい

  また、５年間のうちに、５つの期間に渡って、同一の金融機関において

口座振替の記録に誤りがあったとは考え難い。 

であり、かつ、預金通帳も現在は無く、他方、

申立人が利用していたとする金融機関に照会したが、当時の記録は既に廃

棄されていることから、納付状況は不明である。 

  さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 43 年４月から 44 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1370 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年４月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 44年３月まで 

私は、申立期間については、納税貯蓄組合の組合員に税金と一緒に納付

してきた。未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料を夫婦一緒にまとめて納付していたと主張して

いるところ、記録上、納付日が確認できる昭和 40 年４月から 42 年３月につ

いて、夫婦同日に納付していることが確認できることから、申立人の主張は

基本的に信用できる上、申立人の夫の特殊台帳においては、43 年４月から同

年６月の欄には、納付印とみられる押印が認められることから、行政側の記

録管理に誤りがあった可能性も考えられ、申立人は、申立期間における国民

年金保険料について納付していたものと考えても、特段不自然ではない。 

また、申立期間については、12 か月と短期間であり、その前後の期間の保

険料は納付済みとされており、申立期間の前後を通じて、申立人の住所や仕

事に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、途中の申

立期間のみが未納とされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1371 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年９月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年９月から 59年３月まで 

会社を退職したので、自分で国民年金の加入手続を区役所で行い、年金

手帳を受け取った。国民年金保険料については、当時、金融機関で納付を

したことを記憶している。昭和 49年に他界した父親は、公務員であり、自

分の給与は公金から出ているという意識が強く、口癖のように家族に対し

て公共料金等は納付書が来たらすぐに納めるようにと言っていたので、私

自身が納付を怠ることなど考えられず、申立期間が未納となっていること

に納得いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続を昭和 59 年８月に行っていることが、社

会保険事務所の国民年金資格取得届から確認でき、申立期間は過年度納付と

なるが、申立人が記憶している国民年金保険料を納付したとする納付書の様

式や納付方法が、当時の社会保険事務所の取扱いと一致していることから、

申立人の主張は信憑
ぴょう

また、申立人は、父親は公務員であり自分の給与は公金から出ているとい

う意識が強く、口癖のように家族に対して公共料金等は納付書が来たらすぐ

に納めるようにと言っていたので、私自身が納付を怠ることなど考えらない

と主張するところ、同居している申立人の母親は、国民年金と厚生年金保険

の切替手続を適切に行っており、任意加入している国民年金は保険料をすべ

て納付していることから、納付意識が高かったものと認められる。 

性が高いと認められる。 

さらに、申立人は、昭和 59 年分の源泉徴収票を所持しており、社会保険

料欄に記載されている金額には、昭和 59 年４月から同年 10 月までの納付済



                      

  

みとされている国民年金保険料のほか、申立期間のうち 59 年１月から同年

３月までの保険料も含まれていると考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1372 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から同年 12月まで 

私は、昭和 39年から 40年ごろ、毎年３月から 12月までの期間は出稼ぎ

に行っていたので、兄が私の国民年金の加入手続や国民年金保険料の納付

を行っていた。兄は、村役場又は集金人に兄夫婦の国民年金保険料と一緒

に私の保険料も納付していたにもかかわらず、申立期間が未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、国民年金保険料が納付済みとされ

ている昭和 39 年７月から同年９月までの期間及び申立期間について、申立

人の特殊台帳では時効消滅と記載されていることから、当初、未納とされて

いた同年７月から同年９月までの期間について、申立人が特例納付により国

民年金保険料を納付したことが推認できるところ、申立人が当該期間の保険

料のみ納付し、納付済みの間の申立期間の保険料を納付しなかったとは考え

難い。 

また、昭和 39 年７月から同年９月までの期間については、申立人が特例

納付により国民年金保険料を納付するほかないが、申立人の特殊台帳には、

本来存在するはずの特例納付を行った旨の記載が無いことから、行政側の記

録管理が適切に行われなかった可能性がある。 

さらに、申立期間は３か月と短期間であり、申立人は申立期間及び厚生年

金保険加入直前の１か月を除き国民年金保険料を納付しているとともに、厚

生年金保険から国民年金への切替手続も複数回適切に行うなど、納付意識は

高かったものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1373 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から同年３月まで 

私の母親は、私が結婚した昭和 46 年８月に国民年金の加入手続を行った。

国民年金の管理はすべて妻が行っており、国民年金保険料の納付について

も妻が行っていた。妻は、申立期間当時、金融機関又は市役所の窓口で保

険料を納付したにもかかわらず、申立期間が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、申立人の妻が、夫婦二人分の国民年金保険

料を納付したと主張しているところ、その妻は申立期間の保険料が納付済み

とされていることや、社会保険庁のオンライン記録によると、確認できる納

付済みの期間のほとんどが、夫婦の保険料納付日が一致していることを考え

併せれば、その妻が申立人の保険料のみ納付しなかったとは考え難い。 

また、申立期間の前後の国民年金保険料は納付済みとされており、申立期

間の前後を通じて、申立人の住所や仕事に変更は無く、生活状況に大きな変

化は認められないことから、途中の申立期間が未納とされているのは不自然

である。 

さらに、申立期間は３か月と短期間であり、申立人は国民年金に加入後は、

申立期間を除き国民年金保険料を完納しており、納付意欲は高かったものと

考えられる。 

加えて、申立人の妻は、当初、申立期間の国民年金保険料が未納とされて

いたが、その妻が居住する市が保管する国民年金被保険者名簿が納付済みと

されていたことから、納付記録が未納から納付済みに訂正されるなど、行政



                      

  

側の記録管理が適切に行われなかった可能性がある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1374 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年５月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 51年５月から 53年３月まで 

私は、母親や友人から、国民年金は 30 歳で強制加入だと聞いていたため、

30 歳を過ぎて市役所へ行き、自分で加入手続を行った。国民年金保険料は、

通常、２か月ごとに金融機関や市役所の窓口へ私が行き、夫婦二人分の保

険料を一緒に納付書で納付したが、経済状況により、一人分ずつ納付した

り、遅れて納付したこともあった。 

夫は、30歳を過ぎても国民年金に加入しておらず、保険料を納付してい

なかったので、手続については定かではないが、私が加入手続を行ったと

思う。私は、30歳の誕生日の月分から、保険料を納付しており、未納とさ

れていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、30 歳を過ぎて市役所で国民年金の加入手続を行い、30 歳の誕生

日の月分から国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人

の国民年金手帳記号番号は、申立人が 31 歳であった昭和 53 年３月に払い出

されており、その時点で、申立期間は国民年金保険料を過年度納付すること

が可能な期間であり、申立人は、遅れて納付したこともあったとしているこ

とからも、申立内容に特段不合理な点はみられない。 

また、申立人が保険料を納付していたとするその夫については、申立期間

の保険料が納付済みとされている。 

さらに、申立期間後の申立人の保険料はすべて納付済みとされており、申

立人は、昭和 57 年４月からは任意加入するなど、保険料の納付意識は高かっ

たものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1375 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成８年８月から同年 11 月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 56年４月から同年８月まで 

             ② 昭和 60年８月から 62年７月まで 

             ③ 平成８年８月から同年 11月まで 

申立期間①については、母親や友人に国民年金制度を教えてもらい、社

会保険事務所で国民年金の加入手続をし、国民年金保険料は銀行で納付し

た。申立期間②については、勤務先が、厚生年金保険に加入させてくれな

かったので、国民年金の資格を取得し、保険料を納付した。申立期間③に

ついては、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い保険料を納付し

た。 

これらの申立期間について、私の国民年金保険料が未納とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③については、４か月と短期間であり、その前後の期間におい

て厚生年金保険から国民年金への切替手続が複数回適正に行われ、国民年

金保険料が納付済みとなっており、途中の申立期間③が、切替手続と保険

料納付を行わなかったとされているのは不自然である。 

また、申立人が納付したとする保険料額は、申立期間当時の実際の保険

料額とおおむね一致しており、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

 

２ 一方、申立期間①及び②について、申立人は、申立期間当時に国民年金

の加入手続を行い、金融機関で国民年金保険料を納付していたはずである

と主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成２年４月に払



                      

  

い出され、申立期間①及び②は、未加入期間とされており、別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていた形跡も見当たらない。 

  また、申立人が申立期間①及び②について、国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成８年８月から同年 11 月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1376 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年 10 月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月から 50年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料について、申立期間当時、夫から夫婦

二人分をさかのぼって納付したという話を聞いた。 

60歳の時、申立期間の国民年金保険料納付記録が欠落していることが分

かったので、その旨夫に話をしたところ、「そんなはずはない。お前の分

も一緒にさかのぼって納付しておいた。」と言われた。 

申立期間について、夫の国民年金保険料が納付済みとされているにもか

かわらず、私の分が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の夫が、自分の分

と一緒にさかのぼって納付したと主張しているところ、社会保険庁のマイク

ロフィルムの記録により、その夫の同期間の保険料が、特例納付（６か月

分）及び過年度納付により納付済みとなっていることが確認できることから、

その夫が、夫婦連番で国民年金手帳記号番号が払い出されている申立人の保

険料を、自分の分と一緒に特例納付及び過年度納付により納付していたとし

ても、特段不合理な点は認められない。 

また、申立人の夫は、国民年金加入期間について、保険料をすべて納付し

ている。 

さらに、申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、保険料

をすべて納付しているとともに、厚生年金保険と国民年金との切替手続を適

切に行っている上、平成９年度及び 10 年度の保険料を前納するなど、申立

人の国民年金への関心と保険料の納付意欲は極めて高かったものと認められ



                      

  

る。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1377 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年８月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年８月から 42年３月まで 

私は、昭和 42年に夫とともに国民年金に加入した。私と夫に国民年金の

加入を勧めた人は、その後、国民年金保険料の集金もしてくれることにな

った。最初に保険料を集金されたのは昭和 42年７月であるが、おそらくそ

の時に、その人から、保険料は過去の分をまとめてさかのぼって納付する

こともできると聞き、私の申立期間の保険料と夫の 36年４月から 42年３

月までの保険料をその人にまとめてさかのぼって納付した記憶がある。金

額は１万円と端数があった。まとめてさかのぼって納付できて良かったと

夫婦で話した記憶があり、申立期間が未納となっていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料をまとめてさかのぼって納付したと

しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年１月に夫婦

連番で払い出されたことが確認でき、その時点では、申立期間の一部の保険

料は過年度納付することが可能である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の数十番前の番号で、申立人と同一

年月に同一市に国民年金手帳記号番号が払い出された被保険者の国民年金保

険料の納付状況について、時効を超える年月分の保険料が、特例納付によら

ずに収納されている可能性があり、申立人についても、申立期間のうち、時

効を超える期間の保険料が同様に収納されていた可能性を否定できない。 

さらに、申立人が納付したとする金額は、申立期間当時の保険料額とおお

むね一致するとともに、保険料を納付した際に申立人夫婦が安堵感を覚えた



                      

  

ことなどを鮮明に記憶しており、その主張には信憑
ぴょう

加えて、申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、

保険料の納付意欲は高かったことがうかがえる。 

性が認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1378 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

私は、昭和 42年に妻とともに国民年金に加入した。加入手続や国民年金

保険料の納付については妻に任せていた。私と妻に国民年金の加入を勧め

た人は、その後、保険料の集金もしてくれることになった。最初に保険料

を集金されたのは昭和 42 年７月であるが、おそらくその時に、その人から、

保険料は過去の分をまとめてさかのぼって納付することもできると聞き、

私の申立期間の保険料と、妻の 39年８月から 42年３月までの保険料をそ

の人にまとめてさかのぼって納付した記憶がある。金額は１万円と端数が

あった。まとめてさかのぼって納付できて良かったと夫婦で話した記憶が

あり、申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その妻が申立期間の国民年金保険料をまとめてさかのぼって納

付したとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年１

月に夫婦連番で払い出されたことが確認でき、その時点では、申立期間の一

部の保険料は過年度納付することが可能である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の数十番前の番号で、申立人と同一

年月に同一市に国民年金手帳記号番号が払い出された被保険者の国民年金保

険料の納付状況について、時効を超える年月分の保険料が、特例納付によら

ずに収納されている可能性があり、申立人についても、申立期間のうち、時

効を超える期間の保険料が同様に収納されていた可能性を否定できない。 

さらに、申立人の妻が納付したとする金額は、申立期間当時の保険料額と

おおむね一致するとともに、保険料を納付した際に申立人夫婦が安堵感を覚



                      

  

えたことなどを鮮明に記憶しており、その主張には信憑
ぴょう

加えて、申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、

保険料の納付意欲は高かったことがうかがえる。 

性が認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1379 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年５月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年５月から 50年 12月まで 

私は、昭和 48年４月に、先に国民年金に任意加入していた知人に国民年

金への加入を勧められ、自分も将来国民年金を受給したいと思い、町役場

で国民年金の任意加入手続をして国民年金保険料を納めていたのに、納付

の記録が無いことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金加入手続についての申立内容は、申立人が当時住んでい

た共同住宅の知人の証言により、知人が申立人に対して任意加入制度の有用

性について説明し任意加入を勧めたことが確認できるとともに、その知人自

身も申立期間当時、既に国民年金に任意加入していたことや、加入手続をし

たとする町役場も存在し国民年金の加入手続及び保険料の収納を行っていた

ことが確認できたことなどを踏まえると、不自然さはなく、基本的に信用で

きるものと考えられる。 

また、申立人は、国民年金に任意加入以降、国民年金保険料をすべて納付

しており、多くの期間で付加保険料の納付や前納をし、60 歳以降も任意加入

し、その上、国民年金被保険者の種別変更手続も複数回適切に行っているな

ど、保険料の納付意欲は高かったものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1380 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年１月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 62年１月から 63年３月まで 

私が 20歳になったころに、市役所から電話で国民年金の加入勧奨があっ

たことから、母親が市役所で国民年金の加入手続を行った。その後、納付

書が送られて来たので、母親が金融機関で納付したのに未納となっている

のは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 62 年３月に払い出されており、

国民年金の資格を取得した同年１月から国民年金保険料の現年度納付が可能

であるが、資格取得手続を行った直後から保険料が未納となっているのは不

自然である。 

また、申立人が主張するとおり、申立期間当時、市役所では電話による加

入勧奨を行っていたことが確認できる上、申立人が国民年金保険料を納付し

たとする金融機関において、申立期間当時、国民年金保険料の収納業務が行

われていたことが確認でき、申立人の主張に特段不合理な点は認められない。 

さらに、申立人の母親は、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付

した旨証言しており、一緒に納付したとする母親も、申立期間の国民年金保

険料を納付済みであることから、申立内容には信憑
ぴょう

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

性が認められる。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1381 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年５月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年５月から 43年３月まで 

私と私の妹はそれぞれ 20歳の時は学生であったが、私の父親は、私達二

人の将来を考え、市役所出張所で国民年金にそれぞれ 20歳から加入させる

手続を行い、国民年金保険料を納付していた。しかし、社会保険事務所の

納付記録では、妹については、20歳から国民年金に加入し申立期間の保険

料が納付済みとなっているにもかかわらず、私のみ 20歳からの申立期間が

未加入で納付記録が無いこととされており、納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の父親が申立人の将来を考え、市役所出張所で申立人を

20 歳から国民年金に加入させる手続を行い、国民年金保険料を納付していた

と主張しているところ、申立人の国民年金への加入動機は明確であるととも

に、同出張所は既に廃止されているが、申立期間当時は実在していたことが

確認できることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

また、申立人の妹は学生であった 20 歳から国民年金に加入し申立期間の

国民年金保険料が納付済みとなっていること、及び申立人の母親は国民年金

制度創設当初から国民年金に任意加入し申立期間を含め保険料を完納してい

ることから、申立期間当時、申立人のみが国民年金に未加入で保険料を納付

していなかったとするのは不自然である。 

さらに、申立人の妹は、「申立期間当時、父親から、姉（申立人）と私が、

将来、生活に困らないようにそれぞれ 20 歳になった時から国民年金に加入

させて保険料を納付しているという話を聞いていた。」旨証言している。 

加えて、申立人は、国民年金加入期間の保険料はすべて納付済みとなって



                      

  

いるとともに、任意加入するなど、国民年金に関する意識は高かったものと

考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



神奈川厚生年金 事案 515 

 

第１ 委員会の結論 

①の期間について、申立人が勤務していたとするＡ社は、当時、社会保

険事務所の記録では厚生年金保険の適用事業所となっていないが、適用事

業所の要件を満たしていたと認められるところ、申立人は、厚生年金保険

料をＡ社の事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人の同社における資格取得日に係る記録を昭和 38 年５月１日に、

資格喪失日に係る記録を 39 年３月１日とし、標準報酬月額を 38 年５月に

ついては１万 6,000 円、同年６月の標準報酬月額を１万 8,000 円、同年７

月から 39 年２月までの標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

②の期間について、申立人は、厚生年金保険料をＢ社の事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＢ社における

資格取得日に係る記録を昭和 39 年 10 月１日に、資格喪失日に係る記録を

同年 11 月１日に訂正し、標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

なお、Ａ社及びＢ社の事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険

料を納付する義務を、履行していないと認められる 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 38 年５月１日から 39 年３月１日まで  

② 昭和 39 年 10 月１日から同年 11 月１日まで 

厚生年金保険の加入記録について照会したところ、社会保険庁の記録で

は、申立期間について厚生年金保険に加入していた事実が確認できなかっ

た旨の回答を得た。申立期間①についてはＡ社、申立期間②についてはＢ

社に勤務していたので、当該期間を被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  ①の期間について、給与明細書により、申立人が昭和 38 年５月１日から

39 年３月１日までについて、申立人がＡ社に勤務し、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、①の期間の標準報酬月額については、給与明細書から昭和 38 年５



月については１万 6,000 円、同年６月の標準報酬月額を１万 8,000 円、同

年７月から 39 年２月までの標準報酬月額を２万円とすることが妥当である。   

  一方、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は、申立期間は適用事業所

としての記録が無いが、申立人及びＡ社の清算人の証言から、同社は当時

の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断さ

れる。 

  なお、事業主は、申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、不明としているが、適用事業所でありながら、社会保険事務

所に厚生年金保険適用の届出を行っていなかったと認められることから、

申立人の①の期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。   

②の期間について、申立人から提出されたＢ社の給与明細書により、申立

人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、②の期間についての標準報酬月額については、給与明細書から２

万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としているが、申立期間の健康保険被保険者名簿

の健康保険証番号に欠番が見当たらず、申立人に係る社会保険事務所の記

録が失われたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険

者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届を提

出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務

所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いこと

から、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 39 年 10 月の

保険料についての納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



神奈川厚生年金 事案 516 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ保険部における資格喪失日

に係る記録を昭和 36 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万

4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月１日から同年７月１日まで 

    昭和 32 年４月１日から平成５年 10 月 15 日までＡ社に勤務していたが、

昭和 36 年４月１日から同年７月１日まで、Ａ社Ｂ営業所に勤務していた

３か月間の加入記録が抜けている。同じ会社の転勤なので空白期間がある

のはおかしい。被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された職歴証明書及び申立人から提出された労働者名簿から

判断すると、申立人が申立てに係る事業所に継続して勤務し（昭和 36 年７

月１日に同社Ｂ営業所から同社Ｄ事務所に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 35 年 10 月の社会保険事

務所の記録から、１万 4,000 円とすることが妥当である 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行していたか否か

については、事業主は不明としているが、職歴証明書には昭和 36 年４月１

日に同社Ｃ営業部指導主任兼Ｂ営業所長に異動となった旨の記録があり、ま

た、この異動日は、社会保険事務所では知り得ない日付であることから、事



業主が同年４月１日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年４月から６月までの保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



神奈川厚生年金 事案 517 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における資格取得日は昭和 26 年７月７日、資格喪失日は同

年 11 月５日であると認められることから、厚生年金保険被保険者の資格取

得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 26 年７月から同年 10 月までの標準報酬月額については 6,000

円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 26 年４月から 27 年３月まで 

社会保険庁の記録ではＡ社の厚生年金保険は未加入となっていた。申立

期間については、大学の求人広告に出ていたＢ社Ｃ支店において、昭和

26 年４月から１年間アルバイトとして靴の配送業務を行っていた。ただ

し、雇用契約を締結したのは取引先のＡ社であった。Ａ社から給与の支払

いを受け、健康保険証を使用した覚えもあるので、申立期間について厚生

年金の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金被保険者名簿を確認し

たところ、申立人と同姓同名、同生年月日で、資格取得日が昭和 26 年７月

７日、資格喪失日が同年 11 月５日となっている基礎年金番号に統合されて

いない記録が確認された。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ社の事業主は申立人が昭和 26 年７月７

日に厚生年金保険の資格を取得し、同年 11 月５日に資格を喪失した旨の届

出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、当該期間の昭和 26 年７月から同年 10 月までの標準報酬月額につ

いては、6,000 円とすることが妥当である。 



   一方、上記期間を除いた申立期間については、申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主より給与から控除されていたことが確認できる関係

資料が無い上、勤務実態についても同僚より証言を得ることができない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険被保険者として上記期間を除いた申立期間に係る厚生年金保険料を、

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立期間①における資格取得日に係る記録

を平成 10 年１月１日に、申立期間②における資格喪失日に係る記録を 11 年

２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、10 年１月は 15 万円、11 年

１月は９万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10 年１月１日から同年２月１日まで 

             ② 平成 11 年１月 31 日から同年２月 1 日まで 

    社会保険事務所で厚生年金加入期間の確認をしたところ、申立期間につ

いて加入した記録が無い旨の回答を受けた。保険料控除の事実が確認でき

る給料明細書があるので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、平成 10 年度分の源泉徴収票及び給与明細書により、申

立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の保持する給与明細書

の支給額及び厚生年金保険料控除額から、申立期間①については 15 万円、

申立期間②については９万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としているが、事業主が保管していた健康保険厚生年

金資格取得及び資格喪失確認通知書の写しにより、事業主が申立人について

平成 10 年２月１日資格取得、11 年１月 31 日資格喪失した旨の届出をして

いることが確認でき、その結果、社会保険事務所は申立人に係る 10 年１月

分及び 11 年１月分の保険料について納入告知を行っておらず(社会保険事務



所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。)、事業主は申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



神奈川厚生年金 事案 519 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間①について、Ａ社Ｂ工場の事業主は、申立人が昭和 45 年１月５

日に厚生年金保険の資格を取得し、47 年９月 21 日に資格を喪失した旨の届

出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、申立期間①におけ

る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

 なお、昭和 45 年１月から 47 年８月までの標準報酬月額については、45

年１月から同年９月までは２万 2,000 円、同年 10 月から同年 11 月までは２

万 6,000 円、同年 12 月から 46 年９月までは２万 8,000 円、同年 10 月から

47 年８月までは３万円とすることが必要である。 

 また、申立期間②について、Ｃ社Ｄ工場の事業主は、申立人が昭和 47 年

10 月１日に厚生年金保険の資格を取得し、49 年５月 15 日に資格を喪失した

旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、厚生年金保

険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、昭和 47 年 10 月から 49 年４月までの標準報酬月額については、47

年 10 月から 48 年９月までは３万 6,000 円、同年 10 月から 49 年４月までは

３万 9,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年１月５日から 47 年９月 21 日まで 

          ② 昭和 47 年 10 月１日から 49 年５月 15 日まで 

    社会保険庁の記録では、昭和 45 年１月５日から 47 年９月 21 日までの

期間及び昭和 47 年 10 月１日から 49 年５月 15 日までの期間の記録が欠

落している。私はＡ社Ｂ工場に 45 年１月５日入社し、同年 12 月から厚

生年金基金に加入、47 年９月 20 日に辞めるまでの厚生年金基金加入員証

も所持している。 

 



また、Ｃ社Ｄ工場の入社はＡ社Ｂ工場を退職した２、３日後であり、

49 年５月 14 日に退職した後失業給付も受けていたので、申立期間①及び

②について厚生年金の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立期間①については、社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ工場の被保険者

原票を確認したところ、資格取得日が昭和 45 年１月５日、資格喪失日が 47

年９月 21 日と記載された、基礎年金番号に統合されていない記録が確認さ

れた。 

また、Ａ社の提出した申立人に係る厚生年金基金加入員台帳から、申立人

に係る厚生年金基金の加入記録は上記の記録と一致する。 

これらを総合すると、上記の記録は申立人の記録であり、Ａ社Ｂ工場の事

業主は、申立人が昭和 45 年１月５日に厚生年金保険の資格を取得し、47 年

9 月 21 日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認めら

れる。 

なお、昭和 45 年１月から 47 年８月までの標準報酬月額については、Ａ社

Ｂ工場の被保険者原票より、45 年１月から同年９月までは２万 2,000 円、同

年 10 月から同年 11 月までは２万 6,000 円、同年 12 月から 46 年９月までは

２万 8,000 円、同年 10 月から 47 年８月までは３万円とすることが必要であ

る。 

    申立期間②については、Ｃ社Ｄ工場の保管する「健康保険厚生年金保険被

保険者資格取得確認通知書」、「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届

確認通知書」及び社会保険事務所が保管するＣ社Ｄ工場の被保険者名簿から、

Ｃ社Ｄ工場の事業主は、申立人が昭和 47 年 10 月１日に厚生年金保険の資格

を取得し、49 年５月 15 日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行

ったことが認められる。 

なお、昭和 47 年 10 月から 49 年４月までの標準報酬月額については、Ｃ

社Ｄ工場の被保険者名簿より、47 年 10 月から 48 年９月までは３万 6,000 円、

48 年 10 月から 49 年４月までは３万 9,000 円とすることが必要である。 



神奈川厚生年金 事案 520 

第１ 委員会の結論 

Ａ社（現在はＢ社 以下同じ）の事業主は、申立人に係る厚生年金保険被

保険者の資格取得の届出を昭和 43 年９月１日に行い、46 年７月１日に資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、

申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 43 年９月から 44 年

７月までの期間は３万円、44 年８月から 45 年６月までの期間は４万 2,000

円、45 年７月から 46 年６月までの期間は５万 6,000 円とすることが必要で

ある。 

また、申立期間のうち昭和 43 年７月から同年９月１日までの期間につい

ては、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

43 年７月１日と訂正することが必要であり、同年７月及び８月の標準報酬

月額については、３万円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間のうち、昭和 43 年７月から同年

８月までの厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 43 年７月１日から 46 年７月１日まで 

 私は昭和 36 年４月にＢ社に入社して以来、平成 17 年９月 30 日に定年

退職するまで、一貫して同社の関連会社で勤務した。 

しかし、厚生年金保険の記録においては、Ｃ社（Ｂ社の関連会社）から

Ａ社へ転勤した昭和 43 年７月に資格を喪失し、46 年７月１日にＣ社にお

いて、再度資格を取得したことになっている。この期間は関連会社への異

動であり勤務は継続しているので、この期間を厚生年金保険の被保険者期



間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 43 年９月１日から 46 年７月１日までについて、調

査の過程で申立人と同姓同名、同生年月日の基礎年金番号に未統合の厚生年

金保険被保険者記録が確認された。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人がＡ社において昭和 43

年９月１日に被保険者資格を取得し、46 年７月１日に資格を喪失した旨の

届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 43 年９月１日から 46 年７月１日までの標準

報酬月額については、社会保険事務所の保管する厚生年金保険被保険者原票

の記録から、43 年９月から 44 年７月までは３万円、44 年８月から 45 年６

月までは４万 2,000 円、45 年７月から 46 年６月までは５万 6,000 円とする

ことが妥当である。 

申立期間のうち、昭和 43 年７月１日から同年９月１日までの期間につい

ては、雇用保険の記録及びＢ社の社員台帳の記録から判断すると、申立人が

申立に係る関連会社に継続して勤務し（43 年７月１日にＣ社から関連会社

であるＡ社へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主より給与から

控除されていることが認められる。 

また、昭和 43 年７月及び８月の標準報酬月額については、同年９月の社

会保険事務所の記録から３万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は、昭和 43 年９月１日に厚

生年金保険の新規適用事業所となっており、申立期間のうち同年７月１日か

ら同年 9 月１日までの適用事業所としての記録が無い。しかし、申立人と同

日に当該事業所に転勤となった者が６名存在することから、当時の厚生年金

保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 43 年７月及び８月分の保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、当該期間において適用事業所であり

ながら適用の届出を行っていなかったと認められることから、事業主は申

立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



神奈川厚生年金 事案 521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。以下同

じ。）Ｃ工場における被保険者記録のうち、申立期間①に係る資格喪失日

（昭和 35 年６月 21 日）及び資格取得日（同年 10 月 21 日）を取り消し、申

立期間①の標準報酬月額を１万 2,000 円に訂正することが必要である。 

また、申立期間②については、申立人のＡ社Ｃ工場における資格喪失日を

昭和 38 年４月１日に訂正し、38 年３月の標準報酬月額を２万 4,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。また、事業主は、申立人に係る申立期間

②の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかで

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年６月 21 日から同年 10 月 21 日まで 

         ② 昭和 38 年３月 21 日から同年４月１日まで 

私は昭和 31 年６月１日にＤ研究所に入社し、同研究所は同年 11 月にＡ

社と合併したが、以来一貫して同社に勤務していた。しかし、社会保険庁

の記録によれば、35 年６月 21 日から同年 10 月 21 日までの期間と、38 年

３月 21 日から同年４月１日までの期間の被保険者記録が欠落している。

この間は継続して勤務しているので、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、人事記録及び雇用保険の記録により、申立人は病気



休職中であったが、Ａ社Ｃ工場に継続して勤務していたことが認められる。 

また、同社の人事部長は、「休職期間中の給与は無給で、傷病手当金を受

ける手続きを行い、その中から諸控除を差し引く処理をする。また、傷病手

当金の手続きから支給まで２か月ほどかかるため、その期間は会社が仮払金

として立て替えて支給し、同様に諸控除を差し引く処理を行っている。申立

人の場合も同様の処理が行われ、厚生年金保険の保険料も控除されていたも

のと思われる」と証言していることから、事業主により申立期間①に係る厚

生年金保険料が控除されていたことが認められる。 

さらに、申立期間に係る標準報酬月額については、社会保険事務所の記録

及びＢ社の給与記録から１万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や

取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録す

ることは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の

喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 35 年６月から同年９月までの保険料の納入の告知を行っておらず

(社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②については、人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、申

立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 38 年４月１日に同社Ｃ工場から同社Ｅ

工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 38 年２月の社会保険事

務所の記録及びＡ社の給与記録から、２万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間に係る保険料を納付する義務の履行

については、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、当該義務の履行については明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立どおりの被保険者資格の取得及び喪失に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1382 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年 11 月から 57 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年 11月から 57年６月まで 

私は、昭和 53年４月ごろ、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付した記憶があるにもかかわらず、申立期間が未納とされているのは

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年４月ごろ、国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料を納付したと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、

平成６年２月に払い出されていることから、申立内容と合致しない上、その

時点で、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であるとともに、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人は、国民年金の加入手続を

行った際の状況や保険料の納付状況についての記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

で、国民年金の加

入状況及び保険料の納付状況が不明確であり、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1383 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年８月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年８月 

私は、平成２年８月に転職のため会社を退職し、その後すぐに、国民年

金への加入を勧める通知が届いたので、区役所に行き、国民年金の加入手

続をするとともに、その場で１か月分の国民年金保険料を納付した。その

際、区役所職員と保険料について押し問答をし、納得がいかないまま国民

年金保険料の納付をしたことを明確に覚えているので、申立期間が未納と

されていることに納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、平成２年８月に区役所で国民年金の加入手

続をし、その場で国民年金保険料を納付したと主張しているが、申立期間は、

11 年に記録訂正され追加された記録であることが確認でき、申立期間当時に

国民年金の加入手続が行われたとは考え難い。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、基礎年金番号のみであるが、こ

のことは年金手帳記号番号が統合された平成９年１月以降に厚生年金保険の

記号番号が国民年金手帳記号番号にもなっていることを示し、申立期間当時

の国民年金手帳記号番号ではない上、別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる形跡は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでの収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1384 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年２月から 46 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 41年２月から 46年 11月まで 

申立期間については、結婚後の昭和 41年４月又は同年５月ごろ国民年金

加入手続を区役所で行い、その時、同年２月分からの国民年金保険料を納

付した。その後、郵便局に置いてある納付書で毎月納付していた。 

昭和 45年５月ごろに義母に国民年金の加入を勧めた記憶もあり、申立期

間の保険料が未納とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 46 年 12 月に払い出されているこ

とが確認でき、申立人は任意加入であったため、申立期間は国民年金保険料

を納付できない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡

もうかがえない。 

また、申立人は、区役所で加入手続をした際に、それまでの保険料をその

場で納付し、その後は郵便局に置いてある納付書で毎月納付したと主張して

いるが、申立人が区役所で納付したとする昭和 41 年２月及び同年３月分の

保険料は過年度となるため、区役所での納付はできない上、申立期間当時は

３か月ごとの納付であり、保険料の納付書は郵便局には置かれていなかった

ことから、申立内容と一致しない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1385 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年３月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年３月から 44年３月まで 

私は、20歳になった時、勤務先の店主の配偶者から国民年金に入るよう

に勧められて、加入手続の書類を記入した記憶がある。国民年金保険料に

ついては、店主が給料から控除して納付してくれていたはずであり、私は、

勤務先を退社して独立開業をしてからは、集金人に保険料を納付していた

ので、申立期間の保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、申立人の勤務先の店主夫婦が申立人の国民年金

の加入手続と国民年金保険料の納付を行っていたと主張しているが、店主夫

婦は既に亡くなっており、申立人自身は加入手続及び申立人が独立開業をす

る前の保険料の納付に直接関与していないため、当時の具体的な加入手続の

状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人が勤務先を退社した後に同店に就職した義兄や義弟も、申立

人と同様に国民年金保険料が未納となっていることが確認でき、申立人がそ

の勤務先において申立人の保険料を給料から控除して納付が行われていたと

は考え難い。 

さらに、申立人は、申立人が独立開業をして店主となってからは、申立人

自身が集金人に国民年金保険料を納付していたと主張しているが、国民年金

手帳の交付についての記憶が無く、集金人に保険料を納付した際の状況につ

いても、具体的な証言が得られない。 

加えて、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年 10 月ごろに払い出

されており、その時点では、申立期間の大半は時効により保険料を納付する

ことができない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた



                      

  

ことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1386 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年９月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40年９月から 44年３月まで 

私は、学校を卒業後に実家で働いていたところ、20歳になった時に母親

から国民年金に加入するように言われて、父親が加入手続をしたはずであ

る。国民年金保険料については、父親が私の給料から控除して納付してく

れていたはずである。昭和 42年８月に結婚してからは、夫が集金人に保険

料を納付していたはずであり、申立期間の保険料が未納となっていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、両親が申立人の国民年金の加入手続と国民年金

保険料の納付を行っていたと主張しているが、両親は既に亡くなっており、

申立人自身は加入手続及び保険料の納付に直接関与していないため、当時の

具体的な加入手続の状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人が結婚後に、申立人の実家に勤務していた兄や義弟も、申立

人と同様に国民年金保険料が未納となっていることが確認でき、申立人がそ

の実家において申立人の保険料を給料から控除して納付が行われていたとは

考え難い。 

さらに、申立人は、申立人が結婚してからは、申立人の夫が集金人に国民

年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人の夫は国民年金手帳の

交付についての記憶が無く、集金人に保険料を納付した際の状況についても、

具体的な証言が得られない。 

加えて、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年 10 月ごろに払い出

されており、その時点では、申立期間の過半は時効により保険料を納付する

ことができない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた



                      

  

ことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1387 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年３月から 62 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年３月から 62年 12月まで 

私は、昭和 58年４月に就職したことをきっかけに、区役所において自分

で国民年金の加入手続を行った。さかのぼって保険料をまとめて納付した

記憶は無く、毎月、預金口座からの引き落とし、又は銀行の窓口で保険料

を納めてきた。申立期間が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 58 年４月に国民年金に加入し、国民年金保険料は毎月口

座引き落とし又は銀行窓口で納付してきたと主張しているが、申立人の国民

年金手帳記号番号は、平成２年１月に払い出されており、その時点では、申

立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

また、昭和 63 年１月から平成元年３月までの期間は、国民年金保険料が

過年度納付されていることが確認でき、申立内容と一致しない。 

さらに、申立人は国民年金の加入手続の状況及び保険料の納付に関して記

憶が曖昧
あいまい

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

であり、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める事

はできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1388 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年１月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40年１月から 46年３月まで 

昭和 46年ごろ、結婚の手続と同じ時期に市役所からハガキが送られてき

た。ハガキには 40年から 46年までの期間の国民年金の保険料額及び保険

料の納付を促す旨の文章が記載されていたので、夫が市役所の窓口に出向

き、私の国民年金加入手続を行い、十数万円の保険料を一括して納付した

にもかかわらず、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の夫が、昭和 46 年ごろに申立期間の国民年金保険料を

さかのぼって一括して納付したと主張しているところ、申立人の国民年金手

帳番号が 46 年６月に払い出されていることや、申立人が述べる保険料の納

付時期を考え併せれば、その夫は、45 年７月から 47 年６月までの期間にお

いて実施された第１回特例納付により保険料を納付するほかないが、申立期

間のうち 45 年７月から 46 年３月までの期間は特例納付できない期間である

上、申立人は過年度納付した記憶は無いと主張しており、また、申立人が証

言する申立期間の保険料額と実際の保険料額は大きく乖離
か い り

さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

していることから、

申立内容と合致しない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1389 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年７月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 51年７月から 52年３月まで 

私は、勤務先の会社を退職後、時期ははっきり憶えていないが、区役所

で国民年金の加入手続を行った。申立期間当時、国民年金保険料の納付に

ついては、妻に任せており、妻が勤務先の会社の近くの金融機関で保険料

を納付したにもかかわらず、申立期間が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の妻が、毎月、金融機関で申立期間の国民年金保険料を

納付したと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 52

年 10 月ごろに払い出されていることから、申立期間の保険料は過年度納付

によるほかないが、申立人の妻は、さかのぼって保険料を納付したことや、

納付書が社会保険事務所から送付されてきた記憶は無いと証言していること

から、申立内容と合致しない。 

また、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1390 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年４月から同年 11 月までの期間及び 58 年１月から 59 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から同年 11月まで 

             ② 昭和 58年１月から 59年３月まで 

昭和 59年に市役所から、「任意加入者の資格喪失について」の通知が郵

送されてきたが、その通知には国民年金保険料の未納期間があることや、

58年７月に資格が喪失される旨の記載があった。そのため、私は、昭和 60

年又は 61年ごろ、市役所の出張所で２か月ごとに保険料を納付したにもか

かわらず、申立期間①及び②が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 60 年又は 61 年ごろ、さかのぼって申立期間①及び②の国

民年金保険料を納付したと主張しているところ、申立人が、仮に、納付した

とする時期の当初である 60 年１月に保険料を納付した場合でも、申立期間

①の大半は時効により保険料を納付できない期間である。 

また、申立人は、申立期間②について、夫婦別々に国民年金保険料を納付

していたと述べているが、申立人及び申立人の夫の納付記録によると、その

夫が厚生年金保険の資格を喪失した後は、夫婦ともに申立期間②直前の昭和

57 年 12 月及び申立期間②直後から申立人が共済組合に加入するまでの 61 年

４月から 62 年８月までの期間の保険料が納付済みで、その間に挟まれた申

立期間②の保険料が未納とされていることから、申立期間②の前後を通じて、

夫婦一緒に保険料を納付していたと推認することができ、申立期間②につい

ても、申立人のみが保険料を納付していたとは推認することはできない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



                      

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1391 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年３月から 47 年４月までの期間、48 年１月から同年 11

月までの期間及び 50 年２月から 51 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月から 47年４月まで 

             ② 昭和 48年１月から同年 11月まで 

             ③ 昭和 50年２月から 51年３月まで 

昭和 43年の 20歳の時に、店に来た集金人に国民年金の加入手続をして

もらった。その後、申立期間の国民年金保険料を納付していたので、未納

とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年の 20 歳の時に、集金人に国民年金の加入手続をして

もらい、その後、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張している

ところ、申立人の国民年金手帳記号番号は 51 年５月に払い出されており、

申立期間①、②及び③の一部については未加入期間であり、保険料を納付す

ることはできず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たら

ない。 

また、申立人は、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況についての記

憶が曖昧
あいまい

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

であり、当初は、申立期間の国民年金保険料を申立人の母親及び姉

が納付していたと主張していたが、その後は申立人自身で納付したとするな

ど、申立内容が変遷しており、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険

料の納付状況が不明確である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1392 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年６月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 51年６月から 56年３月まで 

大学生在学中に母親が私の国民年金の加入手続と保険料の納付を行った

はずである。その時の年金手帳は持っていないが母親が保険料を納付して

いた大学在学中の期間が未納とされるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、

申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする申立人の

母親からも申立期間当時の状況を確認することができないことから国民年金

の加入手続及び保険料の納付状況は不明である。 

また、申立人が申立期間当時に居住していた区においても、申立人の国民

年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる形跡が見当たらない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1393 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年１月から 47 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年１月から 47年９月まで 

私は、申立期間当時、集金人に国民年金保険料を納付していた。国民年

金に任意加入後は、ずっと保険料を納付し続けており、途中で脱退したと

は考え難く、申立期間が未加入とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い上、国民年金保険料を納付していたとする

申立人は高齢のため証言が得られないとともに、申立期間当時、申立人と同

居していたその夫も既に亡くなっていることから、保険料の納付状況が不明

確であり、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

また、社会保険庁のオンライン記録及び申立人が所持する国民年金手帳に

よると、国民年金の資格喪失日が昭和 44 年１月 31 日とされていることから、

申立期間は未加入期間であり、申立人は、申立期間の前後を通じて同一市内

に居住しており、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1394 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年１月から 59 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55年１月から 59年 10月まで 

私は、昭和 55年１月に勤務先の会社を退職後、市役所で国民年金の加入

手続を行った。その２か月又は３か月後に、自宅に納付書が届いたので、

未納とされていた国民年金保険料を一括して納付した。その後、毎月、農

協の支所で保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間が未加入とさ

れていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 55 年１月に国民年金の加入手続を行ったと主張している

が、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは 59 年 12 月ごろとな

っていることから、申立内容と合致しない上、申立人は、申立期間から国民

年金手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内に居住しており、別の国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

また、申立人が所持する年金手帳の国民年金の記録欄には、被保険者にな

った日が昭和 59 年 11 月 28 日と記載されている上、社会保険庁のオンライ

ン記録でも、申立人の国民年金の被保険者資格取得日が同日とされているこ

とから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、国民年金保険料を納付す

ることができない期間である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1395 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年７月から 43 年１月までの期間、48 年９月から 50 年４

月までの期間及び 59 年９月から 61 年６月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 40年７月から 43年１月まで 

             ② 昭和 48年９月から 50年４月まで 

             ③ 昭和 59年９月から 61年６月まで 

国民年金加入手続については、いつどこで誰がしたのか覚えていないが、

申立期間の保険料は、結婚前は市役所の窓口ではなく、納付書で納付した

と思うが、よく覚えていない。結婚してからは夫の分と一緒に、郵便局か

金融機関で、納付書に現金を添えて納付した。確定申告も、夫が経営して

いた会社で税理士に依頼し、保険料の領収書等も渡しており、申立期間が

未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、結婚前については、市役

所の窓口ではなく、納付書で納付していたと主張しているところ、申立期間

①について、当時、申立人が居住していた市において申立人の国民年金被保

険者票が存在しているが、申立人自身は、国民年金加入手続をした記憶は無

いとしており、国民年金の加入状況が不明である上、国民年金保険料の納付

方式は、当時は印紙検認方式がとられており、納付書で納付していたとする

申立人の主張とは一致しない。 

また、申立期間②について、申立人は、この期間は、事実上の婚姻期間に

当たり、夫の国民年金保険料とともに納付していたと主張しているが、その

期間中に２度転居をしており、移転の都度、国民年金の住所変更手続等をし

た記憶はなく、保険料の納付についても、一緒に納付していたとする申立人

の夫の保険料は未納となっており、ほかに保険料が納付されていたこと及び



                      

  

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらな

い。 

さらに、申立期間②及び③について、申立人の国民年金被保険者資格期間

は、記録上、昭和 63 年 10 月５日に追加されており、これは同年 10 月の国

民年金手帳記号番号の払い出しを契機にさかのぼって行われたものと考えら

れ、国民年金手帳記号番号が払い出されるまでの間は、申立期間は未加入期

間であることから、国民年金保険料を納付することはできず、その時点では、

申立期間②及び③の保険料は時効により、納付ができなかったものと考えら

れる。 

加えて、申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人が依頼していたとする税理士に確認したところ、

申立期間に係る取引は無いとのことであった。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1396 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年 11 月から平成元年４月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年 11月から平成元年４月まで 

私は、自分では国民年金の加入手続も、国民年金保険料の納付も行って

いないが、申立期間当時、私は、父親の経営する自宅兼用店舗で働いてお

り、父親又は母親が、店に勤めていた従業員に指示して、私達夫婦二人分

の保険料を納付させていたはずである。当時、私達夫婦と同店で働いてい

た私の弟には国民年金保険料の未納期間が無いと聞いており、私達夫婦の

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、その父親又は母親が、父親の経営していた

店の従業員に指示して、申立人夫婦二人分の国民年金保険料を納付させてい

たはずであると主張しているが、申立人自身は国民年金の加入手続に直接関

与しておらず、両親は既に他界しており、国民年金の加入状況及び保険料の

納付状況が不明である。 

また、申立人が、申立期間当時、その店で勤務していたと主張する従業員

は、自分は申立人夫婦の国民年金保険料の納付に関与していなかったと証言

している。 

さらに、申立人は、申立期間当時、同店に勤務し同居していた弟の国民年

金保険料が納付済みとなっていることを主張の根拠としているが、その弟は、

申立期間以前に、同店を退職し、自宅兼用店舗から転居していることが確認

でき、申立期間当時、申立人夫婦及びその両親以外に家族は同居しておらず、

ほかに申立人の主張を裏付ける根拠が見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



                      

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1397 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年 11 月から平成元年４月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年 11月から平成元年４月まで 

私は、婚姻前は自分で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料の納

付を行っていたが、婚姻後は、義父又は義母が、申立期間当時、義父の経

営する自宅兼店舗に勤めていた従業員に指示して、私達夫婦二人分の国民

年金保険料を納付させていたはずである。私達夫婦と同店で働いていた義

弟には国民年金保険料の未納期間が無いと聞いており、私達夫婦の申立期

間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、その義父又は義母が、義父の経営していた

店の従業員に指示して、申立人夫婦二人分の国民年金保険料を納付させてい

たはずであると主張しているが、申立人自身は国民年金の加入手続に直接関

与しておらず、夫の両親は既に他界しており、国民年金の加入状況及び保険

料の納付状況が不明である。 

また、申立人が、申立期間当時、その店で勤務していたと主張する従業員

は、自分は申立人夫婦の国民年金保険料の納付に関与していなかったと証言

している。 

さらに、申立人は、申立期間当時、同店に勤務し同居していた義弟の国民

年金保険料が納付済みとなっていることを主張の根拠としているが、その義

弟は、申立期間以前に、同店を退職し、自宅兼用店舗から転居していること

が確認できるため、申立期間当時、申立人夫婦及び夫の両親以外に家族は同

居しておらず、ほかに申立人の主張を裏付ける根拠が見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



                      

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1398 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年１月から同年３月まで 

私の妻は、集金人に夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたにもか

かわらず、申立期間が未納とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、申立人の妻が集金人に国民年金保険料を納

付したと主張しているところ、申立人の特殊台帳によると、社会保険事務所

から申立人に対して、申立期間の保険料が未納とされている旨が記載された

通知及び過年度保険料の納付書が送付していたことが確認できる上、申立人

が居住していた市では、集金人に過年度保険料を納付できなかったことが確

認できることから、申立内容と合致しない。 

また、申立人は、申立期間について、申立人の妻が、夫婦二人分の国民年

金保険料を納付したと述べているが、その妻も、申立期間の保険料が未納と

されている。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1399 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年９月から７年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年９月から７年４月まで 

私の妻は、平成７年５月ごろ、市役所の出張所で私の分の国民年金の加

入手続を行った。その後、妻は郵便局でさかのぼって納付することが可能

な申立期間の国民年金保険料を納付書により納付した。私は、私の妻が保

険料を納付していたにもかかわらず、申立期間が未納とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成７年５月ごろ、申立人の妻が市役所の出張所で申立人の国

民年金の加入手続を行ったと主張しているところ、申立人は、申立人が居住

する市で平成９年１月以降に発行されたとする青色の国民年金手帳以外の国

民年金手帳は所持した記憶が無いと証言している上、社会保険庁のオンライ

ン記録においても、申立人の国民年金手帳の交付年月日が同年４月となって

いることから、申立内容と合致しない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成９年４月に払い出されてい

ることから、その時点で、申立期間の大半は時効により保険料を納付できな

い期間であり、申立人は、申立期間から国民年金手帳記号番号の払い出し時

期を通じて同一市内に居住しており、申立人に別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていた形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1400 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

私は、昭和 40年６月集金人に勧められ元妻が夫婦二人の国民年金の加入

手続を行い、集金人に国民年金保険料を納付していた。転居した昭和 43年

６月頃、集金人から、特例納付をすれば、他の人達と同額の年金が受給で

きるとアドバイスを受け、36年４月までさかのぼって特例納付した。特例

納付をした時期、保険料額及び納付方法は定かでないが元妻が全額集金人

に納付していたはずであり、未納とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、転居した昭和 43 年６月に特例納付をしたと主張しているが、

当時は特例納付の実施期間内ではなく、国民年金保険料をさかのぼって納付

することはできない。 

また、申立人は特例納付について、申立人の元妻が集金人に保険料を全額

納付したと主張しているが、制度上、集金人が特例納付保険料の収納を取り

扱うことはできず、申立内容と相違している。 

さらに、申立人は特例納付した保険料額及び納付方法について直接関与し

ておらず、納付状況は不明である。 

加えて、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1401 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年１月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年１月から 62年３月まで 

私は昭和 59年 12月に日本に帰化してから、日本の年金制度はよく理解

していなかったので、60年１月に結婚した元夫が私の国民年金加入手続や

保険料の納付をしてくれた 

当時は元夫と私の二人分の国民年金保険料を、元夫が銀行か信用金庫で

納付していたはずであり、申立期間の保険料が未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の元夫が納付して

いたと主張しており、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付には直

接関与しておらず、具体的な加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

また、申立人の国民年金の加入手続や国民年金保険料の納付を行った申立

人の元夫に事情を聴取したところ、申立期間当時の保険料の納付に関して具

体的な記憶は無く、納付状況等は確認できない。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、国民年金手

帳記号番号払出簿から昭和 62 年７月であることが確認でき、その時点では、

申立期間の一部は時効により納付できない期間であり、過年度納付したこと

をうかがわせる形跡は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料が納付されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1402 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 47 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 47年 10月まで 

私は、昭和 32年か 33年ごろに当時の居住地で国民年金に加入し、手帳

の交付を受けた。その後は転居するたびに国民年金の継続手続を行い、滞

納することなく国民年金保険料を納付してきた。申立期間が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金法は昭和 34 年４月に成立し、国民年金加入手続の開始は 35 年 10

月、国民年金保険料の納付開始は 36 年４月からであり、それ以前は国民年

金の被保険者にはなり得ない期間であることから、32 年か 33 年ごろに国民

年金に加入し、手帳の交付を受けたとする申立内容には不合理な点が認めら

れる。 

また、申立人は、昭和 47 年 11 月８日に任意加入により国民年金被保険者

資格を取得しており、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる形跡は見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間中に転居を５回しているが、その都度国民年

金の手続を行い保険料も納付してきたとしているにも関わらず、いずれの市

区においても保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1403 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 55年３月まで 

昭和 44年４月、音楽教室の講師になった際、会社から国民健康保険と国

民年金に加入するように言われ、市役所で国民年金の加入手続をした。国

民年金保険料は市役所で納付していたような気がするが、はっきり覚えて

いない。 

結婚後は、私が夫婦二人分の保険料を納付していたが、海外に行ってい

た昭和 49年から 54年までの約６年間の保険料については、私の母親に夫

婦二人分の保険料の納付を頼んでおり、母親が納付したはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 55 年４月に夫婦連番で払い出され

ており、この時点では、申立期間の大半が時効により納付できない期間であ

るとともに、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡もうかがえ

ない。 

また、婚姻前（昭和 46 年 10 月結婚）の申立期間について、申立人は市役

所で国民年金の加入手続を行い、市役所で国民年金保険料を納付していたと

思うと主張しているが、申立人の記憶は曖昧
あいまい

さらに、申立人から提出されたパスポートにより、昭和 49 年５月２日か

ら 51 年１月 28 日までの期間、同年３月 21 日から 53 年６月 16 日までの期

間及び同年８月２日から 54 年 11 月 28 日までの期間は、海外に出国してお

り、日本に住所を有しなくなったことが認められ、国民年金の被保険者とな

で、具体的な保険料の納付状況

が不明であり、婚姻後の申立期間については、海外在住期間を除き、主に申

立人が夫婦二人分の保険料を納付していたと主張しているが、その夫につい

ても申立人と同様に婚姻後の申立期間が未納となっている。 



                      

  

り得る期間ではないことが明らかである上、申立人自身は海外在住期間の保

険料の納付に直接関与しておらず、保険料を納付していたとする申立人の母

親も既に亡くなっていることから、保険料の納付状況が不明である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1404 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 55年３月まで 

結婚した昭和 46年に国民年金に加入した。加入手続は妻が行い、主に妻

が夫婦二人分の保険料を納付していた。 

昭和 48年４月から私立学校の専任講師になり、共済年金に加入したがそ

の間も国民年金保険料を納付していた。 

海外に行っていた昭和 49年から 54年までの約６年間の保険料について

は、妻の母親に夫婦二人分の保険料の納付を頼んでおり、妻の母親が納付

したはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 55 年４月に夫婦連番で払い出され

ており、この時点では、申立期間の大半が時効により納付できない期間であ

るとともに、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡もうかがえ

ない。 

また、申立期間の保険料については、海外在住期間を除き、主に申立人の

妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、そ

の妻についても申立人と同様に婚姻後の申立期間の保険料は未納となってお

り、昭和 48 年４月から 49 年１月までの期間は申立人から提出された年金加

入期間確認通知書により、共済年金加入期間であることが認められ、国民年

金の被保険者となり得る期間ではない。 

さらに、申立人から提出されたパスポートにより、昭和 49 年２月７日か

ら 50 年 11 月 30 日までの期間、51 年３月 21 日から 53 年６月 16 日までの期

間及び同年８月２日から 54 年 11 月 28 日までの期間は、海外に出国してお

り、日本に住所を有しなくなったことが認められ、国民年金の被保険者とな



                      

  

り得る期間ではないことが明らかである上、申立人自身は海外在住期間の国

民年金保険料の納付に直接関与しておらず、保険料を納付していたとする申

立人の妻の母親も既に亡くなっていることから、保険料の納付状況は不明で

ある。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1405 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年 10 月から 38 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月から 38年８月まで 

私がパン工場に勤務していた時に、雇い主から「給料から引いて払って

おきます。」と言われていたので、雇い主が国民年金に加入し、保険料も

納付していたはずであり、申立期間が未加入となっていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時に勤めていた会社の雇い主が、申立人の国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料は、申立人の給料から天引きして納付し

ていたと思うとしているところ、申立期間当時の勤務先は 40 年以上前に区

画整理に伴い営業を廃止し、雇い主は他界しており、その相続人も不明で証

言は得られず、また、申立期間当時の申立人の同僚で氏名の判明している者

は他界し、他の同僚の行方は不明でその証言を得ることはできず、申立人の

国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 38 年 12 月に払い出されて

おり、申立人の所持する国民年金手帳でも資格取得年月日は同年 11 月３日

とされていることから、申立期間は未加入期間であり、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていた形跡も見当たらない。 

加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1406 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年 12 月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 41年 12月から 44年３月まで 

私が 20歳になった時、私の両親が、私の国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料を集金人に納付したはずである。当時、私の姉から「国民年

金は、自分の時は強制加入ではなかったが、あなたの時は強制加入になっ

たから、保険料を納付してもらっていいね。」と言われたことを憶えてい

る。 

また、年金手帳を統合するまで私が持っていた黄土色の手帳には、表紙

に国民年金手帳と書いてあり、10円玉程度の黒色もしくは紺色のスタンプ

を押してあったことをはっきりと憶えている。当時、父親の行っていた事

業は順調であったし、申立期間の国民年金保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、両親が集金人に保険料を

納付していたと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭

和 44 年 10 月に払い出されており、その時点では、申立期間のうち、41 年

12 月から 42 年６月までの期間については、時効により保険料を納付できず、

同年７月から 44 年３月までの期間の保険料は、過年度納付によることとな

るが、集金人に過年度保険料を納付することはできず、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていた形跡も見当たらない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与してお

らず、加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の両親も既に亡くな

っていることから、申立人の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不

明である。 



                      

  

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1407 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から 57 年３月までの期間及び 60 年４月から 61 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 52年４月から 57年３月まで 

             ② 昭和 60年４月から 61年３月まで 

私は、国民年金制度が発足した頃、夫とともに国民年金に加入して、夫

の分と一緒に国民年金保険料を納付してきた。これまで何度も転居してき

たが、その都度、住所変更手続は遅滞なく行っており、そのために納付書

が来なくなり、保険料を納付できなくなることは考えられず、申立期間①

及び②が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、住所変更手続を遅滞なく行っていることから、申立期間①及び

②の国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人は住所変

更手続の記憶はあるものの、申立期間①及び②について、具体的な保険料の

納付時期及び納付方法等に関する記憶が無く、保険料の納付状況が不明確で

ある。 

また、申立人は、申立期間①及び②について、夫婦二人分の国民年金保険

料を納付していたと主張しているが、申立人の夫は、申立期間①及び②の保

険料が厚生年金保険の加入期間を除き、すべて未納とされており、申立内容

と合致しない。 

さらに、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1408 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年５月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年５月から 38年３月まで 

父親が戦死しているため、国民年金制度が発足した当時、私は伯父夫婦

に引き取られ生活していた。自営業だった伯父は、厚生年金保険制度に入

れなかった自分にも年金制度ができたことを喜び、私にも国民年金に入る

必要があると言っていた。私が 20歳になったころ、伯父が、集金人に私の

国民年金の加入手続をして、毎月、伯父、伯母及び私の保険料を 300円ず

つ納付していたはずなので、未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（確定申告書、家計簿等）が無く、しかも、申立人自身は、国民年金の加入

手続等に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続等を行ったとす

るその伯父も既に他界しているため、申立期間当時の国民年金の加入状況及

び保険料の納付状況は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 41 年 10 月に払い出されてお

り、申立人の所持する国民年金手帳でも資格取得時期は同年１月となってい

ることから、申立期間は未加入期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払

い出されていた形跡も見当たらない。 

さらに、申立人は、その伯父が保険料を毎月集金人に納付していたと主張

しているところ、申立期間当時は３か月ごとに集金人が保険料を集金してい

たことが確認できる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1409 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年９月から 48 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43年９月から 48年１月まで 

昭和 43年９月に会社をやめ、自営業を開始したので、同年 10月に市役

所で国民健康保険とともに国民年金の加入手続を行った。その後、毎月、

会社の近所の信用金庫で国民年金保険料の納付を行ったはずであり、申立

期間が未加入となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年 10 月に国民健康保険とともに国民年金へ加入したと

しているところ、社会保険事務所における国民年金手帳記号番号払出簿の調

査結果では、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されたことは確認でき

ず、オンライン氏名検索においても、申立人が国民年金に加入していた形跡

はうかがえない。 

また、申立人は、会社の近所の信用金庫で毎月、国民年金保険料を納付し

ていたとしているところ、申立期間当時、申立人が居住していた市では、納

付書による金融機関等での保険料の収納が開始されたのは昭和 47 年度から

であり、それまでの現年度保険料は収入印紙検認による収納で、市役所の窓

口か集金人による収納しか行っていなかったことが確認できる。 

さらに、申立人の妻の申立期間の国民年金保険料は納付済みとなっている

が、申立人は、申立期間当時、申立人とその妻は別々に保険料を納付してい

たとしており、また、その妻からの証言も得られず、申立期間の保険料の納

付状況が不明である。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1410 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 54年３月まで 

私は、昭和 52年７月ごろ、夫の国民年金保険料を集金していた集金人か

ら、国民年金に加入したほうがいいと勧められ、その集金人に依頼して国

民年金の加入手続を行った。その後、私は、集金人に夫婦二人分の保険料

を納付したにもかかわらず、申立期間について、夫が納付済みで、私の保

険料のみが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52 年７月ごろ、国民年金の加入手続を行ったと主張して

いるところ、申立人の国民年金手帳記号番号は 55 年２月に払い出されてい

ることから、申立内容と合致しない上、その時点では、申立期間の一部は時

効により国民年金保険料を納付できない期間であり、申立人は、申立期間か

ら国民年金手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内に居住しており、別の

国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間について、集金人に国民年金保険料を納付した

と述べているが、申立期間のうち昭和 53 年１月から 54 年３月までの期間に

ついては、過年度納付によるほかないが、申立期間当時、申立人が居住する

市では、集金人に過年度保険料を納付できなかったことが確認できる上、申

立人が納付したとする保険料額は、当時の保険料額と相違している。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川国民年金 事案 1411 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年６月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年６月から 60年３月まで 

私の申立期間の国民年金保険料は、妻が、妻と自分の分の二人分の保険

料を合せて納付したと聞いている。申立期間の妻の保険料はすべて納付済

みであり、私の保険料だけが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の妻が申立人の分

と併せて二人分の保険料を納付していたと思うと主張しているところ、その

妻からは、「自分の保険料は納付書によって納めていた。申立期間中、夫の

納付書も送付されていれば夫の保険料も納付したと思うが、夫の納付書も送

付されていたかについての記憶はない」との証言が得られており、国民年金

保険料の納付状況は不明である。 

また、申立人が申立期間当時居住していた市が保管する国民年金被保険者

名簿によると、申立人は、厚生年金保険加入のため昭和 48 年 12 月に国民年

金被保険者資格を喪失しており、その後、60 年７月に国民年金の再加入の届

出が行われ 49 年６月にさかのぼって国民年金被保険者資格を再取得してい

ることが確認できることから、国民年金の再加入の届出がされるまでは申立

期間は未加入期間であり、国民年金保険料を納付することはできず、申立期

間当時、申立人の妻が自分の分と合せて申立人の保険料を納付書によって納

付したとする申立内容と相違している。 

さらに、申立人は、申立期間に係る申立人の妻の保険料はすべて納付され

ていると主張するところ、同期間には一部未納期間が含まれている。 

加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周



                      

  

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



神奈川厚生年金 事案 522 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 7 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間  ： 昭和 26 年 11 月１日から 31 年９月１日まで 

社会保険事務所で厚生年金の加入記録を確認したところ、申立期間に勤

めていたＡ社での厚生年金保険の加入記録がなかった。 

何度か社会保険事務所に足を運び調べてもらったところ、申立期間の厚

生年金保険は脱退手当金として支給済みとなっているとの回答をもらった。 

当時、結婚のためＢ市に引っ越してきた時期でもあり、社会保険事務所

に行ったことも無く、脱退手当金をもらった記憶も無い。 

脱退手当金をとして受給済みとなっていることに納得いかないので、調

べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の被保険

者台帳には、脱退手当金の算定に必要となる標準報酬月額等が記載されて

おり、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立期間当時に当該事業所に勤務していた複数の元従業員について

聴取りを行ったものの、当該事業所における脱退手当金の取扱い等につい

ての供述を得ることができなかった。 

さらに、申立人から受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給

していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 523 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年７月 11 日から 48 年２月１日まで 

    社会保険事務所から厚生年金保険の加入記録の回答をもらったところ、

申立期間の加入記録が無かった。 

    しかし、昭和 42 年６月 10 日から 53 年 11 月１日まで、継続してＡ社と

いうクリーニング工場に勤めており、厚生年金保険料も給料明細から控除

されていたことを覚えているので、申立期間を厚生年金保険被保険者とし

て認めていただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人の雇用保険の記録、並びに元従業員の証言から勤務実態については

推認できる。 

しかし、当該事業所は既に無く事業主の所在も不明で、申立期間に係る厚

生年金保険料を、事業主により給与から控除されていたことを確認できる関

係資料はない。 

一方、元従業員の証言、並びに元従業員の勤務実態と厚生年金保険加入記

録から、事業主は必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていなかっ

たことがうかがえる。 

なお、当該事業所は昭和 46 年９月 20 日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、元同僚は国民年金に加入している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



神奈川厚生年金 事案 524 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：昭和 32 年６月１日から 39 年７月５日まで  

    年金相談センターに行ったところ、申立期間の脱退手当金が昭和 37 年

７月 29 日に支給済みである旨の資料を手渡されました。しかし、私は、

Ａ社を退職する際、会社の年金担当者から「厚生年金は国からの指導で、

退職時に解約せずに据え置いた方が得である」とアドバイスを受けたの

で脱退手当金を受け取っていません。 

    最近のマスコミ等で、国の年金処理の不備を追求する中、私もその中に

必ず含まれていると信じています。私は脱退手当金を受領していないの

は明白です。調査して一刻も早く年金として返還してください。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されており、支給額の計算にも誤りは無い。 

さらに、支給決定は資格喪失から約 1 か月後であり一連の事務処理に不

自然さはうかがえず、ほかに申立人に対する脱退手当金の支給を疑わせる

事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 525 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 23 年４月から同年 11 月５日まで  

           ② 昭和 31 年２月から 32 年６月まで  

           ③ 昭和 33 年 10 月 18 日から 34 年２月まで 

私は、Ａ社に昭和 23 年 4 月に入社したが厚生年金保険の資格取得日は

同年 11 月５日になっていた。また、Ｂ社では、勤務した 31 年２月から

32 年６月までの全期間が抜け落ちていた。さらに、Ｄ社については、34

年２月まで継続して勤務していたが、社会保険庁の記録では、33 年 10

月 18 日喪失となっていた。いずれも実情と異なり、保険料も控除されて

いたはずなので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、同僚の証言から、申立人が申立期間にＡ社に勤務し

ていたことは推認できる。しかし、同時期に入社した複数の同僚もＡ社に入

社後、数か月経ってから資格取得をしている状況がみられ、Ａ社では、入社

後一定期間経過後に厚生年金保険に加入させていた取扱いがうかがわれる。 

申立期間②について、社会保険事務所の記録によると、Ｂ社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 32 年２月１日であり、申立期間のうち、

同日前の期間については、Ｂ社は厚生年金保険の適用事業所となっていない。

また、同僚に聴取を行ったものの、申立内容を確認できる供述等を得ること

ができなかった。 

申立期間③について、複数の同僚に聴取を行ったものの、申立人がＤ社を



退職した日が確認できる供述等を得ることができなかった。申立期間に係る

保険料控除については、控除の事実を裏付ける関連資料や同僚の証言がない

ことから不明である。 

このほか、申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 526 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年 10 月から 41 年９月まで 

             ② 昭和 41 年 10 月から 42 年９月まで 

    私は、昭和 40 年 10 月から 41 年９月まで、Ａ社に一年間のアルバイト

として勤務していたが、社会保険事務所の回答では、当該期間は、厚生年

金保険に加入していないとのことであった。 

また、私は、昭和 41 年 10 月から 42 年９月まで、Ａ社の関連会社のＢ

社に一年間のアルバイトとして勤務していたが、社会保険事務所の回答で

は、当該期間は、厚生年金保険に加入していないとのことであった。保険

料控除を確認できる給与明細書等は無いが、申立期間について厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について申立人は、Ａ社及びＢ社（勤務はＡ社）に入社

に至った当時の状況や職場の同僚等を記憶していること及び同僚の証言によ

り、申立人がＡ社及びＢ社に勤務していたことは推認できる。 

一方、Ａ社で申立人と共に１年契約のアルバイトとして勤務していた同僚

は、自身を含め、申立人が申立期間に厚生年金保険に加入していなかったと

証言しており、同僚自身は年金を受給していない。 

また、当該事業所には１年契約のアルバイトが多数勤務していたとの同僚

からの証言があるところ、申立期間について、社会保険事務所が保管するＡ

社及びＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には短期間の被保険者はほ

 



とんどおらず、また、同名簿には申立人の氏名の記載は無く、健康保険番号

の欠番も無い。 

さらに、申立人は給料明細書等の資料を所持しておらず、Ａ社及びＢ社に

おいても、当時の資料（人事記録、賃金台帳、源泉徴収簿等）を保管して

いないことから、申立人の厚生年金保険適用の状況及び給与から厚生年金

保険料を控除されていたことを確認することはできない。 

このほか、①及び②に係る雇用保険の被保険者記録も確認できず、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 527 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37 年 10 月１日から 39 年２月 20 日まで 

社会保険庁の記録では、脱退手当金が２社通算して支給されたこととな

っている。申立期間以前に勤務していた昭和 32 年７月１日から 37 年 10

月１日までのＡ社の期間は脱退手当金を受け取った覚えがあるが、申立期

間であるＢ社の期間については、受け取った覚えが無いので、再度、調査

をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社で勤務した期間の脱退手当金を申立期間前に受給したと

主張しているが、申立期間前に脱退手当金の支給記録は無く、申立期間前

の厚生年金保険被保険者資格の喪失日と申立期間の被保険者資格取得日は

同日であり、この間に脱退手当金が支給されたとは考え難いほか、申立期

間前に脱退手当金を受給していたことをうかがわせる事情は無く、申立人

の主張は不自然である。 

さらに、申立期間に係るＢ社の被保険者名簿には、脱退手当金を支給し

た旨が記載されている上、オンライン記録上では申立期間後にＡ社の期間

とＢ社の期間を基礎として支給されており、同一の被保険者記号番号で管

理されているＡ社の期間とＢ社の期間を支給期間とした脱退手当金の支給

額に計算上の誤りは無い。 

加えて、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月

後の昭和 39 年４月 24 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不



自然さはうかがえず、ほかに申立人に対する、脱退手当金の支給を疑わせ

る事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



神奈川厚生年金 事案 528 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 41 年４月１日から 46 年８月 17 日まで 

    平成 19 年 11 月、社会保険事務所からの期間調査結果を見て、初めて脱

退手当金という制度を知りました。会社を退職したのは会社と対立して

辞めざるを得ない状況になり、飛び出すようにＡの実家に帰りました。

そのため会社ではなにも手続きはせず、最後の給料も受取りませんでし

た。半年ほど経ってから会社に挨拶に行きましたが、その時も事業主か

らは給料のこと、脱退手当金のことについて説明を受けませんでした。

申立期間について、脱退手当金を受け取っていないので、厚生年金被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されており、支給額の計算にも誤りは無い。 

さらに、支給決定は資格喪失から約３か月後であり一連の事務処理に不

自然さはうかがえず、ほかに申立人に対する脱退手当金の支給を疑わせる

事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 529 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 32 年９月 15 日から 35 年６月ごろまで 

② 昭和 59 年 11 月 30 日から 61 年５月１日まで 

③ 昭和 63 年３月 31 日から同年６月１日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社で勤務していた期間のうち、昭和 32 年９

月 15 日から 35 年６月ごろまでの厚生年金被保険者記録が欠落している。

私の記憶では、35 年春くらいまでは在籍していたと思う。 

また、Ｂ社については、昭和 46 年７月１日から平成３年３月 31 日まで

の被保険者期間のうち、昭和 59 年 11 月 30 日から 61 年５月 1 日まで及び

63 年３月 31 日から同年６月 1 日までの被保険者期間が欠落している。当

該期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立期間①にＡ社に在籍し、連絡のとれた元社員の

４人中３人は、申立人のことを記憶している。しかし、昭和 30 年 10 月に

入社した社員は申立人の在籍期間は覚えてなく、32 年６月に入社した他の

１人は、「申立人は、自分が入社して半年か１年もしないうちに退職し

た」と証言している。また、33 年６月に入社した社員は、「申立人の名前

は他の社員から聞いて知ってはいたが、自分が入社した時には既に在籍し

ていなかった」と証言している。 

また、申立人は、申立期間に係る給与明細書等の資料を保持しておらず、

Ａ社は平成 10 年 10 月 23 日に解散しているため、当時の関係資料（人事記



録、賃金台帳、源泉徴収簿等）は保存されておらず、申立人の厚生年金保

険の適用及び給与からの厚生年金保険料の控除について確認できない。 

さらに、当時の事業主は既に他界しているため、申立てに係る証言は得ら

れない。 

申立期間②及び③について、申立てに係るＢ社は、②の期間の前後の期間

及び③の期間は厚生年金保険の適用業所であるが、②の期間については適

用事業所となっていない。 

また、申立人は、Ｂ社の事業主であったところ、元社員から、「当時Ｂ社

から、経営悪化に伴い厚生年金保険料の支払いが困難となったため、被保

険者の資格を喪失する旨の説明を受けた」との供述がある上、別の元社員

から②の期間について、「将来年金を受ける時のことを心配し、当該期間

は厚生年金保険の任意継続被保険者となった」、③の期間については、

「会社から被保険者資格を喪失することを聞いていたため、国民年金に加

入した」との供述もあり、社会保険庁の記録においても、その供述のとお

りの記録であることが確認できることから、申立期間②及び③の当時、Ｂ

社では、社員に対して、厚生年金保険の資格を喪失させる旨の説明をした

上で、②の期間については、厚生年金保険の適用事業所でなくなる旨の手

続きを行ったことがうかがえる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関係資料及び周辺事情は無い。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 530 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年２月１日から同年９月ごろまで 

（Ａ社） 

             ② 昭和 36 年８月 20 日から 37 年 11 月ごろまで  

（Ｂ社） 

             ③ 昭和 41 年３月ごろから同年 10 月ごろまで 

（Ｃ社） 

             ④ 昭和 41 年 11 月ごろから 43 年２月ごろまで 

（Ｄ社及びＥ社） 

             ⑤ 昭和 47 年７月ごろから 49 年８月ごろまで 

（Ｆ社） 

社会保険庁の記録では、Ａ社及びＢ社に係る申立期間①及び②の被保

険者期間が少なく不審に思う。申立期間③のＣ社の同期で働いていた人

に被保険者記録があるのに私の記録がないのはおかしい。申立期間④の

Ｄ社及び申立期間⑤のＦ社にも記録が見当たらなく、申立期間④のＥ社

は該当事業所が見当たらないとの回答には納得ができないため、調査を

してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   ①及び②の期間について、申立人はＡ社及びＢ社の同僚等の氏名を記憶し

ていないため、申立てに係る証言を得ることはできず、在籍を証明すること

ができない。 



また、Ａ社及びＢ社は当時の資料（人事記録、賃金台帳、源泉徴収簿等）

を保存期間の経過のため廃棄しており、申立人の申立期間に係る厚生年金保

険の適用及び給与からの厚生年金保険料の控除については確認できない。 

さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人は昭

和 34 年２月１日に被保険者資格を喪失し、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、36 年８月 20 日に被保険者資格を喪失していることが

確認できる。 

③の期間について、申立人は当時の上司、同僚等の氏名を記憶しておらず、

申立てに係る証言を得ることはできず、在籍を証明することができない。 

また、商業登記簿謄本によるＣ社の記録は見当たらず、事業主を確認でき

ないため、申立てに係る証言を得ることはできない。 

さらに、③の期間に係るＣ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票には申

立人の氏名は見当たらず、健康保険番号の欠番も無い。 

④の期間について、申立人はＤ社及びＥ社の当時の上司、同僚等の氏名を

記憶しておらず、申立てに係る証言を得ることはできず、在籍を証明するこ

とができない。 

また、商業登記簿謄本によるＤ社及びＥ社の記録は見当たらず、事業主を

確認できないため、申立てに係る証言を得ることはできない。 

さらに、社会保険庁の記録では、申立てに係るＤ社及びＥ社は申立期間の

当時、厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

⑤の期間について、申立人は、申立人が行う管理人業務に係る担当者の氏

名、前任者及び後任者を記憶していないため、申立てに係る証言を得ること

はできず、在籍を証明することができない。 

また、Ｆ社と合併したＧ社は当時の資料（人事記録、賃金台帳、源泉徴収

簿等）を保存期間の経過のため廃棄しており、申立人の申立期間に係る厚生

年金保険の適用及び給与からの厚生年金保険料の控除については確認できな

い。 

さらに、⑤の期間に係るＦ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票に、申

立人の氏名は見当たらない。 

加えて、申立期間すべてに係る申立人の雇用保険被保険者記録は確認する

ことはできず、申立人の申立期間に係る記憶も曖昧
あいまい

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。 

で、このほか、申立て

に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



神奈川厚生年金 事案 531 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年６月１日から同年 11 月 20 日まで 

             ② 昭和 32 年１月 17 日から 34 年 10 月１日まで 

             ③ 平成 13 年６月 26 日から 14 年４月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申

立期間①については、Ａ社に勤務していたにもかかわらず、加入記録が無

い旨の回答をもらい、申立期間②については、Ｂ社の資格喪失日は昭和

32 年１月 17 日となっているが、実際に同社を退職したのは 34 年９月 30

日である。また、申立期間③については、Ｃ社に平成８年４月１日から

18 年４月１日まで継続勤務していたにもかかわらず、申立期間③の記録

が無い旨の回答をもらった。 

申立期間①、②及び③について、厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①については、申立人が申立期間において厚生年金保険料をＡ社

の事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資

料は無い。 

 また、同社は、厚生年金保険の適用事業所とはなっていないことから、申

立人が、当該事業所の従業員として厚生年金保険の被保険者となることはで

きない。 

さらに、「申立人より数か月先にＡ社に在籍し、申立人と同時期に（系列



会社の）Ｂ社へ異動した」旨証言した２名の同僚も、同社の厚生年金保険の

加入記録は無い。 

 申立期間②については、申立人が申立期間において厚生年金保険料をＢ社

の事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資

料は無い。 

 また、申立人が当時の同僚として挙げた３名に確認したところ、「申立人

の在籍を記憶しているものの、具体的な勤務時期についての記憶は無い」旨

証言している。 

 さらに、同社は、平成元年に厚生年金保険の全喪手続がとられ、現存しな

いため、申立人の勤務状況等を確認できる関連資料は無い。 

加えて、元事業主の連絡先は不明で、申立人が申立期間に係る厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できない。 

 申立期間③については、当時の厚生年金保険法に基づき 65 歳以上の者は

厚生年金保険の被保険者となり得ないことから、Ｃ社に係る被保険者となる

ことができない。そして、厚生年金保険法の改正により、平成 14 年４月１

日からは、被保険者資格の上限年齢が 70 歳未満までとされたことに伴い、

申立人は、同日に被保険者資格を再取得したものと考えられる。なお、社会

保険庁の記録からも、当該理由により資格喪失及び資格再取得の処理が行わ

れたことを確認できる。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていた事実を認めることができない。 



神奈川厚生年金 事案 532 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年９月１日から 35 年９月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ事業所での加入記

録は昭和 35 年９月からとの回答をもらった。32 年４月にもＡ事業所に臨

時職員として入社しているが、勤務してすぐ厚生年金保険の被保険者資格

を取得した。申立期間についても同じ臨時職員であるので被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間のうち昭和 35 年１月から同年 11 月 19 日までＡ事業

所に勤務していたことは、Ａ事業所本社が発行した在籍証明により確認で

きるが、34 年９月１日から同年 12 月 31 日までの期間については勤務実態

を確認できる関係資料等はない。 

また、Ａ事業所本社の回答によると、昭和 35 年１月に常傭日傭夫として

申立人を採用したが、この間は厚生年金保険の加入対象外であり、その後、

臨時建設員として従業員区分を変更し、厚生年金保険の加入対象者となっ

たと述べている。 

さらに、申立人が記憶していた同じ建設所の寮にて調理、掃除等を担当

していた同僚２名についても、申立人と同様に昭和 35 年９月１日に資格取

得をしていることが確認できる。 

加えて、申立人は、申立期間において、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていたかどうかを記憶しておらず、保険料控除の事実を



確認できる関連資料等も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 533 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生  

住    所 ： 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月 16 日から 40 年 10 月ごろまで 

    社会保険事務所にＡ社Ｂ工場（現在はＣ社 以下同じ）に勤務していた

昭和 35 年５月ごろから 48 年１月ごろまでの厚生年金保険の被保険者記録

について照会したところ、Ａ社Ｂ工場における厚生年金保険の資格取得日

が 36 年 11 月１日、資格喪失日が 39 年４月 16 日、被保険者期間 29 か月

との回答を得た。 

 Ａ社Ｂ工場には、昭和 40 年 10 月ごろまで勤務していたと記憶している。

申立期間については、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていた事実

を確認できる給与明細書等の資料を保持しておらず、現在の事業主であるＣ

社では、当時の関係資料（人事記録、賃金台帳、源泉徴収簿等）を既に廃棄

しており、申立期間に係る勤務実態及び給与からの厚生年金保険料の控除に

ついては確認できない。 

さらに、Ａ社Ｂ工場において申立人と同日に厚生年金保険の資格を取得及

び喪失している同僚は１人いるが、既に死亡しており、申立てに係る証言を

得ることはできない。 

加えて、申立人は、当該事業所に係る雇用保険の記録が確認できない。 

このほか、申立人の申立期間及び保険料控除の記憶も曖昧
あ い ま い

であり、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は無い。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 534 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることができない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生  

住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 32 年４月ごろから 34 年 11 月ごろまで 

 私は、厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したとこ

ろ、申立期間についてＡ社の加入記録が無い旨の回答を得た。申立期間に

ついて被保険者であったことを認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社発行の季刊誌及び複数の同僚等の証言等から、申立人が申立期間にお

いて、同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、上記季刊誌に掲載されている新

入社員 99 人のうち 72 人はその加入記録が無く、24 人は入社日より後に厚

生年金保険の資格取得が行われていることが確認できる。 

また、厚生年金保険の取扱いについて、当時の経理責任者に確認したとこ

ろ、当時はほとんどの社員について厚生年金保険の加入手続きを行っておら

ず、保険料控除も行っていないとしている。 

さらに、申立人と同時期に勤務したと認められる複数の同僚から、入社日

から相当期間は保険証を渡されず、当該期間については、給与から保険料控

除されていなかったとの証言が得られた。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 535 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 47 年３月ごろから 48 年４月ごろまで 

    社会保険庁の記録には無いが、昭和 47 年３月ごろから 48 年４月ごろま

で、Ａ社に勤務していた。 

    当時、給与から保険料が控除されていた記憶があるので、申立期間を厚

生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当時の勤務状況の内容について具体的に述べていることから、

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを確認できる関連資料等は無い。 

   また、社会保険庁の記録によると、Ａ社は、平成元年８月１日に厚生年金

保険の適用事業所になっており、申立期間当時は適用事業所ではなかったこ

とが確認できる。 

   さらに、Ａ社を承継しているＢ社は、「厚生年金保険の適用事業所となる

前は、国民健康保険組合にのみ加入しており、厚生年金保険料は控除してい

なかった」と回答している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

による給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



神奈川厚生年金 事案 536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年６月ごろから同年 12 月２日まで 

             ② 昭和 52 年８月 25 日から 53 年５月ごろまで 

   私は、厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、

①の期間についてはＡ社（現在はＣ社 以下同じ）Ｂ出張所の加入記録が無

く、また、②の期間についてもＡ社Ｄ支店の加入記録が無い旨の回答を得た。

申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び港湾労働者年金に係る登録者明細表の記録か

ら、申立人は、①の期間はＡ社に勤務していたことが確認できるものの、②

の期間については確認できない。 

また、Ａ社が保管している「厚生年金基金加入者資格取得確認および標準

報酬給与決定通知書」によると、申立人は、社会保険事務所の記録どおりの

昭和 49 年 12 月２日に資格取得していることが確認できる。 

さらに、Ａ社では、「仕事内容がきついため、入社後すぐに退社する人が

多かったので、しばらく様子をみる期間があり、申立人以外にも入社後すぐ

に厚生年金保険の資格取得の届出を行わなかった者もいる」と回答している

上、Ａ社の元社員１名は「試用期間があった」と証言している。 

加えて、Ａ社Ｂ出張所が加入していたＥ健康保険組合の記録と同社Ｄ支店

が加入していたＦ健康保険組合の記録によると、申立人の健康保険組合の被

保険者記録は、社会保険事務所の厚生年金保険の被保険者記録と同一である。 



また、①及び②の期間については、申立人は給与明細書等の資料を所持し

ておらず、Ｃ社においても、当時の資料（人事記録、賃金台帳、源泉徴収簿

等）を保管していないことから、申立人に係る厚生年金保険の適用及び給与

からの厚生年金保険料控除の状況が確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として①及び②の期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 537 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年６月 21 日から 50 年９月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、私がＡ社

に勤務していた昭和 47 年６月 21 日から 50 年９月１日までの期間につい

て、厚生年金保険に未加入という回答があった。同社に当該期間勤務して

いたのは間違い無いので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主及び同僚の証言により、申立人はＡ社に勤務していたことは推認で

きる。 

一方、事業主は申立人を申立期間当時、臨時社員扱いとして厚生年金保険

には加入させず、厚生年金保険料も控除していなかったであろうと供述して

いる。 

また、申立人は給与明細書等の資料を保持しておらず、Ａ社においても当

時の関係資料（賃金台帳、源泉徴収簿等）は保管しておらず、申立人に係る

厚生年金保険の適用及び給与からの厚生年金保険料控除の状況について確認

することはできない。 

さらに、Ａ社が加入していたＢ健康保険組合に申立人に係る健康保険被保

険者記録は無く、同様にＡ社が加入していたＣ厚生年金基金に申立人に係る

厚生年金基金加入員記録も無い。 

このほか、申立人は、保険料控除についての記憶は曖昧
あいまい

であり、申立人の

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

 



辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 538 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年２月 20 日から同年８月 1 日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間

の加入記録が無く空白となっていた。 

    昭和 41 年２月にＣ工場を退職し、途切れること無く新たに設立したＡ

社で勤務しており、厚生年金保険にも加入していたので、申立期間を厚生

年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る勤務実態については、Ａ社の閉鎖登記簿謄本から、

申立人が、昭和 41 年２月 19 日のＡ社設立時から、取締役（申立人の父親が

代表取締役）となっていることが確認でき、勤務実態があったことは推認で

きる。 

しかし社会保険事務所保管の厚生年金保険被保険者名簿（マイクロフィル

ム）から、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 41 年

８月１日であり、申立期間は適用事業所ではなかったことが確認できる上、

「当該事業所の設立時、従業員はいなかった」との申立人の供述から、当該

事業所が、当時の厚生年金保険法における適用事業所の要件を満たしていた

とは考え難い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関係資料及び周辺事情は無い。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 



神奈川厚生年金 事案 539 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生  

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：昭和 25 年６月ごろから 28 年８月ごろまで 

    社会保険庁の記録によれば、Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間

について、昭和 25 年６月ごろから 28 年８月ころまでの期間が欠落して

いる。 

    当該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の詳細な記憶から、申立人が申立期間においてＡ社に在籍していた

ことは推認できる。 

   しかし、申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を控除さ

れていたことを確認できる給与明細等、保険料控除の事実を確認できる資料

は無く、申立人の保険料控除についての記憶も明確ではない。 

   また、申立期間のうち、昭和 25 年６月ころから 27 年 11 月までの期間に

ついて、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所とはなっておらず、申立人の１年

後に入社した同僚は、「Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

27 年 11 月１日であり、私の厚生年金保険の加入記録もそれ以降の記録しか

ないが、加入記録に間違い無い」と証言している。 

   さらに、申立人は「申立期間のうち、昭和 26 年５月ごろからＡ社での業

務内容が牛乳の勧誘・配達業に変更になった。このころは、１日 10 時間く

らい働き、365 日休みは無かった。報酬は固定給と歩合給からなっており、

牛乳代金の集金状況により毎月報酬は変動し、賞与も無かった。27 年 11 月



に長男が生まれたが、出産手当金ももらっていない。退職後、失業保険もも

らっていない」と供述している上、前述の同僚は「申立人は、勧誘・配達業

に転じたとき、社員でなくなったのではないか」と証言していることから、

申立人の業務内容が変更になった際に、Ａ社における申立人の雇用形態に変

更があったことがうかがえる。 

   加えて、社会保険事務所の保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

を確認したところ、申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番

は無い。 

このほか、Ａ社は、当時の職員もおらず、関係資料も保管していないとし

ていることから、当時の実情を確認することができない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立人に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 540 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ： 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月 18 日から同年７月１日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に平成２年 11 月１日に厚生年金保険の資

格を取得し、３年２月 18 日に資格を喪失しているが、同年７月 18 日まで

同社に勤務していた。申立期間について厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票などの資料は無い。 

また、同僚から、「申立人は平成３年２月か３月ごろ退職した」旨の供

述がある上、申立期間に当該事業所に入社したものから「申立人は自分の

入社以前に退職しているので名前を聞いたことはあるが、会ったことは無

い」旨の供述がある。 

さらに、申立人は申立期間に係る勤務実態について「転職するまでの間、

短期契約として働いており、毎日勤務していたわけではない」旨の供述を

している。 

加えて、申立人に係る雇用保険における離職日は、厚生年金保険の被保

険者資格喪失日とほぼ一致している。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


